
第１回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 

（議事次第） 
 

日時：平成２３年１１月２９日（火） 

    １０：００～１２：００ 

場所：中央合同庁舎第５号館 

専用１４会議室（１２Ｆ） 
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会」報告書概要（平成 19年８月） 



地域の就労支援の在り方に関する研究会開催要綱 

 

１．趣旨 

近年、障害者雇用者数（22 年 6 月 1 日現在）は 34.3 万人に達し、７年連続で

過去最高を更新するとともに、また、ハローワークを通じた就職件数（22 年度）

も 5 万件を超えるなど、その雇用は着実に進展している。 

一方、雇用率は 1.68％と未だ法定雇用率（1.8％）に届いておらず、特に、中

小企業の取り組みが遅れていることから、中小企業に対する地域の就労支援機関

による支援の強化、充実が求められている。 

また、福祉施設などから一般雇用への移行についても、今後ともその取り組み

を一層加速させる必要があり、地域における福祉施設等や教育機関、労働関係機

関が連携した支援体制の整備が求められている。 

さらに、「重点施策実施５か年計画」（平成 19 年 12 月 25 日障害者施策推進本

部決定）においては、地域の就労支援機関について各種の施策目標を設定し、そ

の達成に努めてきたところであるが、平成 24 年度末に当該計画の終期を迎える

ことから、これらの進捗状況や上記の課題も踏まえつつ、地域の就労支援機関の

それぞれの役割や連携の在り方などについて、今後、障害者の雇用・就労を一層

促進する観点から検討を行うため、「地域の就労支援の在り方に関する研究会」

（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）重点施策実施５か年計画の進捗状況等について 

（２）地域の就労支援機関の今後の役割と連携等の在り方について 

（３）その他 

 

３．研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者

の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 

（４）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用

対策課において行う。 

 

４．参集者 

 別紙のとおり 

 

５.開催時期 

 平成 23 年 11 月～ 

資料１ 
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（別紙） 
 

地域の就労支援の在り方に関する研究会参集者 
 
  

小川 浩   大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授 
 菊池 恵美子 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授  

栗原 敏郎  株式会社大協製作所代表取締役社長 
近藤 正臣  全国社会就労センター協議会会長 
崎濱 秀政  ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク代表理事 
長野 敏宏  ＮＰＯ法人ハート in ハートなんぐん市場理事 
西村 浩二  広島県発達障害者支援センター長 
土師 修司  ＮＰＯ法人障害者雇用部会理事長 
原  智彦  東京都立青峰学園進路指導・生活指導担当主幹教諭  
前川 光三  株式会社かんでんエルハート代表取締役 
松爲 信雄  神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 

 望月 春樹  （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構職業リハビリテーション部指導課長  
 

（五十音順、敬称略） 



障害者雇用の現状 

資料２ 



  障害者数について 

 
  総数 

 
  在宅者 

施設入所者 
 

身体・知的障害 

者更生施設等入 

所者や入院患者 

18歳以上 
65歳未満 

身体障害児・者 ３６６．３ ３５７．６ １２３．６  ８．７ 

知的障害児・者 ５４．７ ４１．９ ２７．４  １２．８ 

精神障害者 ３２３．３ ２９０．０  １８０．９ ３３．３ 

総    計 ７４４．３ ６８９．５  ３３１．９  ５４．８ 

身体障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「身体障害児・者実態調査」（平成１7年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１8年）等、 
知的障害児・者のうち、在宅者は、厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成１７年）、施設入所者は厚生労働省「社会福祉施設等調査」（平成１７年）等、 
精神障害者数は、厚生労働省「患者調査」（平成２０年） 

（単位：万人） 

○ 身体・知的・精神障害者の総数は約744万人。うち18歳以上65歳未満の在宅者は約332万人。 
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＜障害者の数（千人）＞

障害者雇用の状況① 

○ 民間企業の雇用状況 実雇用率 1.65％ 法定雇用率達成企業割合 45.3％  
○ 法定雇用率には届かないものの、雇用者数は８年連続で過去最高。障害者雇用は着実に進展。 

 （平成23年6月1日現在） 

（注） 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、本年と前年までの数値を単純に 
   比較することは適当でない状況である。 2



（注１）雇用義務のある56人以上規模の企業の集計 ※昭和52年～昭和62年までは67人以上、昭和63年～平成10年までは63人以上 
  ・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度身体障害者、 重度知的障害者は2人カウント 
  ・重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は１人カウント 
  ・重度以外の身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者は0.5カウント  
（注２）障害者とは、次に掲げる者の合計である。 
        ～昭和62年 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 
  昭和63年～平成４年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者 
  平成５年～平成17年  身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 
                重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者 
  平成18年～       身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント） 
  平成23年～      身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、 
                身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者（重度以外の身体障害者若しくは知的障害者又は精神障害者である 
                短時間労働者は0.5カウント）     
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（Ｓ63.4.1） 

（Ｓ10.7.1） 

  障害者雇用の状況② 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することは適当でない状況である。 
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況 

 ○ 平成22年度は、就職件数・新規求職者数ともに前年度から増加。   
 ○ 特に、就職件数は初めて５万件を超え、過去最高を更新。 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況① 
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ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況② 
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資料３

障害者基本計画に基づく

「重点施策実施５か年計画」の進ちょく状況

（雇用・就業部分抜粋）

（注）障害者雇用対策課で把握しているものは平成22年度実績。その他のものは平成21年度までの実績である。



重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

５ 雇用・就業

① 障害者の雇用の場の拡大

92 障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図るため、障害者雇用率 厚生労働省 ○ 障害者雇用納付金制度の対象事業主を常用労働者100人超の事業主に段階的に拡大すること、障害者雇用義務制度

制度を中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。このため個別の企 における事業協同組合等算定特例の創設等を内容とする改正障害者雇用促進法が成立（平成20年12月 。）

業への雇用率達成指導を厳格に実施するとともに、障害者の雇用管理に

関する専門的支援を充実する等 特に中小企業への働きかけを強化する ○ 平成22年７月より、除外率設定機関及び除外率設定業種に設定されている除外率について一律10％の引下げを、 。

また、障害者雇用促進法及び障害者基本計画に基づき除外率制度の段 実施。

階的縮小を進める。

○ 平成22年６月１日現在における雇用率未達成の企業（38,088企業）に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等に

○雇用障害者数 よる指導を実施。

64万人〔25年度〕 ○ 実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の

企業に対し、平成22年度においては雇入れ計画作成命令302件、適正実施勧告141件、特別指導90件、企業名の公表6

件を実施。

○ 就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、全都道府県において事業が実施されており、一般就労への

移行促進を支援している。

〔20年度実績 〔21年度実績〕〕

・一般就労への年間移行者数 3,376人 3,960人

○ 各府省・各地方公共団 93 各府省・各地方公共団体において、職場実習を活用するなどして、知 総務省 ○ 各府省において実施するチャレンジ雇用を支援するため、各府省のチャレンジ雇用の実施状況等の調査研究を実

体における「チャレンジ 的障害者等が、一般雇用に向けて経験を積むための「チャレンジ雇用」 施した （平成20年度）。

雇用」の推進等 を推進する。

○ 「障害者施策推進課長会議」において「公務部門における障害者雇用マニュアル」を作成、配布した （平成20。

年度）

○ 公務部門における精神障害者の職場体験実習事業を実施している （平成20年度～）。

○ 公務部門における障害者雇用推進に関する地方別説明会を全国８ブロックにおいて開催した （平成21年度）。

なお、総務省においては「チャレンジ雇用」として、20年10月より１名採用 （平成20年度）。

○チャレンジ雇用の推進 厚生労働省 ○ 厚生労働省における実施状況：106人（平成21年６月１日現在）

全府省で実施〔20年度〕 181人（平成22年４月１日現在）

全省庁 ○ 平成21年度より「チャレンジ雇用」として７名を雇用している。また 「公務部門における障害者雇用マニュア、

ル」を関係部局に配布し 「チャレンジ雇用」に関する理解の促進を図っている 【内閣府】、 。

○ 平成20年度より知的障害者１名を雇用しており、平成21年度についても、引き続き知的障害者を１名雇用継続し

ている 【警察庁】。

○ 平成20年５月より１名採用【金融庁】

○ 平成20年度より知的障害者１名採用している 【法務省】。
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重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

○ 平成21年３月１日から、精神障害者１名を採用【財務省】

○ 平成20年度より知的障害者１名を雇用している 【文部科学省】。

○ 平成20年度より知的障害者１名を雇用している 【農林水産省】。

○ 平成20年度から募集を開始 【経済産業省】。

○ 【環境省】平成20年度より知的障害者１名を雇用している。

○ 平成20年度より知的障害者１名を雇用している 【防衛省】。

○ 平成21年度より知的障害者１名を雇用している 【外務省】。

○ 公的機関における障害 94 国及び地方公共団体の障害者雇用を一層促進し、実雇用率の更なる上 厚生労働省 ○ 平成23年６月１日現在、国の機関(法定雇用率2.1%)は39機関中39機関、都道府県の機関(法定雇用率2.1%)は157機

者雇用の一層の促進 昇を図る。特に障害者雇用率の達成率が低い都道府県教育委員会での障 全省庁 関中142機関が達成、市町村の機関(法定雇用率2.1%)は2,353機関中1,970機関が達成、法定雇用率2.0%が適用される

害者雇用の取組の促進を図る。 都道府県等の教育委員会は139機関中94機関が達成。

○公的機関の障害者雇用率 公的機関における障害者雇用率(上段)、達成機関の割合(下段（ ）内) ※〔 〕内は法定雇用率

）（ ）（ ）（ ）(平成20年6月1日)(平成21年6月1日 平成22年6月1日 平成23年6月1日 ※

すべての公的機関で障害者雇用率達成〔24年度〕 国の機関〔2.1%〕 2.18% 2.17% 2.29% 2.24%

（100.0%） （97.4%） （97.4%） （100.0%）

都道府県の機関〔2.1%〕 2.44% 2.48% 2.50% 2.39%

（95.0%） （96.9%） （94.9%） （90.4%）

市町村の機関〔2.1%〕 2.33% 2.37% 2.40% 2.23%

（83.9%） （87.7%） （88.4%） （83.7%）

都道府県等の教育委員会〔2.0%〕 1.62% 1.72% 1.78% 1.77%

（55.3%） （54.3%） （60.8%） （67.6%）

※平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、平成23年と平成22年

の数値を単純に比較することは適当ではない状況である。

厚生労働省 ○ 平成22年10月に、障害者採用計画の実施状況が不適正であった都道府県教育委員会22機関に対し、厚生労働大臣

による適正実施勧告を発出。

○ 精神障害者、発達障害 95 精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇 厚生労働省 ○ 精神障害者の常用雇用への移行を図るため、精神障害者ステップアップ雇用奨励金を創設 （20年度～）。

者等の雇用促進 用機会の拡大を図る。

また発達障害者等について、調査研究や支援のための技法開発を進め ○ 精神障害者の雇用

企業等の理解の促進等を図ることにより雇用の促進を図る。 （平成20年度 （平成21年度 （平成22年度 （平成23年度）） ） ）

56人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数 0.6万人 0.77万人 0.99万人 1.3万人

○精神障害者の雇用 精神障害者ステップアップ雇用常用雇用移行率 21％ 45.5％ 45.2％

・56人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数

0.4万人〔19年〕→ 1.5万人〔25年〕 ○ 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者雇用開発助成金を創設 （21年度～）。

・精神障害者ステップアップ雇用

常用雇用移行率 60％〔24年度〕 ○ 障害者職業総合センターにおいて、発達障害者に対する専門的な支援技法として「発達障害者のワークシステム

・サポートプログラム」を開発し、平成22年度においては、10カ所の地域障害者職業センターで試行的に実施。
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重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

〔障害者の能力や特性に応じた働き方の支援〕

○ 障害者の在宅就業の促 96 多様な就業形態による就業機会の拡大を図るため、在宅就業団体の登 厚生労働省 ○ 在宅就業支援団体登録数

進 録数を増やす。

（平成20年度） （平成21年度） (平成22年度）

○在宅就業支援団体登録数 16団体 19年 → 100団体 24年度 登録数 18団体 17団体 17団体〔 〕 〔 〕

○ 短時間労働による障害 97 障害者の能力や特性に応じた働き方を支援するため、障害者のニーズ 厚生労働省 ○ 平成20年12月に、障害者雇用義務制度の対象に短時間労働者を加えること等を内容とする改正障害者雇用促進法

者雇用の促進 を踏まえつつ、短時間労働に対応した障害者雇用促進法制の整備等によ が成立（平成22年７月施行 。）

り、障害者の雇用機会の拡大を図る。

○ 農業法人等への障害者 98 農業法人等における障害者雇用を推進するため、農業法人等に障害雇 農林水産省 ○ 農業者に障害者就労の先進事例や就労マニュアル等の普及啓発を行うとともに、障害者支援のための研修会を開

雇用の推進 用のノウハウ及び関連情報等の提供を行う。 催。

また、農業分野におけるトライアル雇用を推進するため、農業法人に

関連制度等の情報を提供する。

② 総合的支援施策の推進

〔雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支援力の強化〕

○ ハローワークを中心と 99 ハローワークを中心に福祉・教育等関係機関と連携した「障害者就 厚生労働省 ○ ハローワークを中心とした「チーム支援」については、平成20年度は10,442人、平成21年度は13,801人、平成22

した「チーム支援」の充 労支援チーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から 年度は16,682人に対し支援を行い、平成20年度は5,202人、平成21年度は6,354人、平成22年度は8,554人の就職を実

実・強化等 職場定着までの一貫した支援を展開する。 現。

○ハローワークを通じた障害者の就職件数 ○ ハローワークを通じた障害者の就職件数

24万件〔20～24年度の累計〕 (平成20年度) (平成21年度)（平成22年度）

就職件数 44,463件 45,257件 52,931件

○ 障害者職業センターに 100 障害者職業総合センターにおいて、発達障害者、精神障害者等これ 厚生労働省 ○ 障害者職業総合センターにおいて、発達障害者に対する専門的な支援技法として「発達障害者のワークシステム

おける専門的支援の推進 まで効果的な対応ができずに来た障害者への新たな支援技法の開発を ・サポートプログラム」を開発し、平成22年度においては、10カ所の地域障害者職業センターで試行的に実施。

行い、普及を図る。また、地域障害者職業センターにおいては、どの

地域においても、比較的軽度な障害者を含め、あらゆる障害者を対象 ○ 地域障害者職業センター

として、それぞれに必要な職業リハビリテーションサービスを提供す

ることとした上で、就職等の困難性の高い障害者に対する専門的支援 （平成20年度） (平成21年度)（平成22年度）

に重点化する。併せて、就労支援を担う専門的な人材の育成、地域の ・支援対象者数 27,435人 28,428人 29,864人

就労支援機関に対する助言・援助を積極的に行い、地域の就労支援力 ・職場適応援助者（ジョブコーチ）

の底上げを図る。 支援事業における支援終了後定着率 84.5％ 84.8％ 87.6％

○地域障害者職業センター

・支援対象者数 12.5万人〔20～24年度の累計〕

・職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業における支援終了後

定着率 80％以上〔24年度〕

3



重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

○ 障害者就業・生活支援 101 障害者の身近な地域において就業面と生活面における一体的な支援 厚生労働省 ○ 障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的

センターの全国展開と支 を行う障害者就業・生活支援センターについて、すべての障害保健福 に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。

援の充実 祉圏域に設置するとともに、地域のニーズや支援実績等に応じた実施

体制の充実を図る。 （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

設置数 206か所 247か所 272か所

○障害者就業・生活支援センター 相談・支援件数 739,619件 915,732件 1,047,016件

・設置数 135〔19年〕→ 全障害保健福祉圏域に設置〔23年〕 （支援対象者数） 46,492人 61,981人 78,063人

・利用者の就職件数 9,000件〔24年度〕 就職件数 6,234件 7,961件 10,266件

・就職率 50％以上〔24年度〕 就職率 50％ 50％ 56.5％

○ 職場適応援助者（ジョ 102 職場での適応に課題を有する障害者及び事業主に対してきめ細かな 厚生労働省 ○ 障害者の職場への適応を円滑にするため、障害者が働く職場に職場適応援助者（ジョブコーチ）を派遣し、障害

ブコーチ）による支援の 支援を行う職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成を進め、障害者の 者、事業主、当該障害者の家族に対して、職場適応に向けたきめ細やかな支援を実施する。

推進 円滑な就職及び職場適応を推進する。

○ ジョブコーチ養成数

○ジョブコーチ養成数 （平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

1,500人〔18年度〕→ 5,000人〔23年度〕 養成数 2,576人 3,239人 3,878人

○ジョブコーチ支援 ○ ジョブコーチ支援支援終了後の定着率

（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度）

支援終了後の定着率 80％以上〔24年度〕 定着率 84.5％ 84.8％ 87.6％

○ 中途障害者等の雇用継 103 在職中に身体障害者、精神障害者、難病患者等となった者に対し、 厚生労働省 ○ 精神障害者総合雇用支援

続のための支援 適切な職業リハビリテーションサービスを提供し、雇用の継続を図る

○精神障害者総合雇用支援 （平成20年度 （平成21年度 （平成22年度）） ）

支援終了後の復職・雇用継続率 75％〔24年度〕 支援終了後の復職・雇用継続率 80.2％ 80.8％ 82.0％

○ 関係機関が連携して職 104 障害者の職業自立を支援するため、雇用、福祉、教育等の関係機関 文部科学省 ○ 高等学校学習指導要領において、障害のある生徒について 「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、、

業自立の支援を行うため が緊密な連携の下、個別の支援計画の策定やその活用の推進を図る。 障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行う旨を規定 （平成20年度～）。

の個別の支援計画の策定

・活用の推進 ○ 特別支援学校高等部学習指導要領において、すべての生徒について「個別の教育支援計画」を作成することを規

定 （平成20年度～）。

○ 「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」を47都道府県に委嘱して実施し、教育・福祉・医療・労働等の

関係機関の連携による支援体制の構築や個別の教育支援計画の作成を推進。

厚生労働省 ○ 福祉的就労から一般雇用への移行の促進等、雇用と福祉の一層の連携強化を図るため、福祉施設及び特別支援学

校に対し、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組みの強化を働きかける「障害者就労支援基

盤整備事業」を実施するとともに、ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準

備段階から職場定着までの一連の支援を行う「地域障害者就労支援事業」を実施。

○ 障害者雇用に関する円滑・効果的な連携のための連絡・調整や、障害者の就職の促進及び社会復帰の促進に関す

る諸対策の協議等のため、都道府県労働局及び都道府県関係部局を中心に事業主団体、労働組合等の関係機関から

なる都道府県障害者雇用連絡協議会を、また、公共職業安定所を中心に地域における教育、福祉、医療機関等から

なる障害者雇用連絡会議を開催。
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重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

〔一般就労への移行を促進するための支援等の充実・強化〕

105 事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践 厚生労働省 ○ トライアル雇用の実施状況

的な能力を取得させて常用雇用に移行するための短期間の試行雇用 ト（

ライアル雇用）を推進する。 (平成20年度) (平成21年度) （平成22年度）

実施人数 8,321人 8,545人 10,650人

○トライアル雇用 終了者 7,720人 7,198人 9,520人

対象者の常用雇用移行率 80％以上〔24年度〕 (うち常用雇用移行者) 6,436人 6,066人 8,228人

常用雇用移行率 83.4％ 84.3％ 86.4％

○ 福祉施設から一般就労 106 福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業 厚生労働省 ○ 就労移行支援事業及び就労継続支援事業については、全都道府県において事業が実施されており、一般就労への

への移行の促進 所、就労継続支援事業所の計画的整備を行う。 移行促進を支援している。

○一般就労への年間移行者数 〔20年度実績〕 〔21年度実績〕

0.2万人〔17年度〕→ 0.9万人〔23年度〕 ・一般就労への年間移行者数 3,376人 3,960人

○就労移行支援の利用者数 ・就労移行支援の利用者数 29.8万人日分 36.5万人日分

29.2万人日分〔19年度〕→ 72万人日分〔23年度〕

・就労継続支援の利用者数 103.1万人日分 159.0万人日分

○就労継続支援の利用者数

1.1万人日分〔19年度〕→ 277万人日分〔23年度〕

※「就労移行支援の利用者数」及び「就労継続支援の利用者数」は、各都

道府県の障害福祉計画における19年度の平均的なサービス見込量（１月

当たり）の合計値である。

107 また、職場実習など施設外での就労に協力可能な農業法人等の情報 農林水産省 ○ 福祉関係者や農業関係者等を対象にした障害者就労推進研修会等において、農業法人等による施設外就労の情報

を提供する。 を関係機関に提供している。

○ 授産施設等で働く障害 108 平成19年度からの５か年において、官民一体となった取組を推進し 厚生労働省 ○ 平成19年度より、工賃倍増５か年計画支援事業を実施し、各都道府県が策定した計画に基づき、工賃引き上げに

者の工賃水準を引き上げ 工賃水準の倍増を図るとともに、一般雇用への移行を進める。 資する取組を進めている。

るため「工賃倍増５か年 ・平均工賃月額

計画」による福祉的就労 ○授産施設等の平均工賃月額 （平成20年度） （平成21年度）

の底上げ 12,222円〔18年度〕→ 平均工賃倍増を目指す〔23年度〕 12,587円 12,695円

、 、 、○ 福祉施設等における仕 109 福祉施設等における障害者の仕事の確保に向け、国は、公共調達に 内閣府 ○ 平成21年２月に 障害者福祉施設等への発注促進のため 全省庁の会計担当者を集めた会議を開催するとともに

事の確保に向けた取組の おける競争性及び公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会 厚生労働省 平成21年３月に各府省庁宛に、内閣府と厚生労働省連名により通知を発出。

推進 の増大に努めるとともに、地方公共団体等に対し、国の取組を踏まえ

た福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請する。 厚生労働省 ○ 平成20年度税制改正において、障害者の「働く場」に対する発注促進税制を創設し、福祉施設等に業務を発注し

また、企業から福祉施設等に対する発注を促進する税制を創設し、 た企業に対して税制上の優遇を行っている。

当該税制の活用を促すこと等により、障害者の仕事の確保に向けた取

組を推進する。 ○ 平成21年２月に、地方公共団体に対し、障害福祉施設等に対する官公需の発注等への配慮について通知を発出。
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重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

○ 特別支援学校高等部卒 110 特別支援学校高等部卒業者の職業自立を推進するため、特別支援学 文部科学省 ○ 学校と労働関係機関や企業等が緊密な連携の下、企業のニーズに応じた職業教育の改善や、特別支援学校とハロ

業者の就労支援の推進 校とハローワーク、企業等の関係機関等の連携・協力により現場実習 ーワークが連携して新たな職域を拡大することなどを行う 職業自立を推進するための実践研究事業を実施した (平、 。

の開拓を行うなど、就労支援の推進を図る。 成20年度まで)

○ 特別支援学校高等部学習指導要領において、地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、産

業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験の機会を積極的に設けることや、家庭及び地域や福祉，

労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図りつつ、計画的、組織的な進路指導を行い、キャリア教育を推進

することを規定 （平成20年度～）。

○ 特別支援学校と連携した早期委託訓練モデル事業において、労働関係機関と都道府県教育委員会､特別支援学校等

とが連携し､職業訓練の受講により就職が見込める者に対して、特別支援学校在学中から職業訓練を実施 （平成20。

年度～）

○ 特別支援学校卒業後、直ちに就職が難しいと考えられる就職未内定者に対して、公共職業訓練の受講を積極的に

促し、就労に必要とされる知識・技能等を付与するため、各都道府県の職業能力開発主管部と各都道府県教育委員

会等が連携を強化するよう、文部科学省と厚生労働省との連名通知を発出 （平成20年度）。

○ 特別支援学校における特別支援教育に関する教育課程等についての実践研究において、関係機関と連携した職業

教育の改善に関する研究を実施 （平成21年度～）。

、 、 、 、厚生労働省 ○ 障害者雇用施策と障害者福祉施策 特別支援教育との連携の強化を図るため 福祉施設 特別支援学校に対して

一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進と就労支援の取組の強化を働きかける「障害者就労支援基盤整備事業」

を実施しているところ。

○ 高等学校・大学におけ 111 高等学校における発達障害を含む障害のある生徒の就労を支援する 文部科学省 ○ 平成19年度より、高等学校における発達障害のある生徒に対し、地域の大学、教育センターやハローワーク等の

る就労支援の推進 ため、各自治体や学校等において、教育、医療、保健、福祉やハロー 労働関係機関等と連携し、ソーシャルスキルの指導や授業方法・教育課程上の工夫、就労支援等、全国の高等学校

ワーク、地域障害者職業センター等の労働関係機関等が連携した特別 の参考となるような具体的な支援の在り方について検討を行う「高等学校における発達障害支援モデル事業」を実

支援教育体制を整備する。また、大学における障害のある学生の就労 施。また、大学における障害のある学生の就労支援に関し、日本学生支援機構のＨＰにおいて、ハローワークにお

を支援する。 ける就職情報の提供と職業相談の実施や就職活動支援ウェブサイト等の学外機関の活用について、大学の担当職員

等に周知。

厚生労働省 ○ ハローワークを利用する障害のある大学生に対し、職業相談・指導及び紹介等の就労支援を実施。

○ 発達障害者等コミュニケーション能力や対人関係に困難を抱えている者について、ハローワークにおいて希望や

特性に応じた専門支援機関に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない者については、ハローワーク

に就職チューター（現・就職支援ナビゲーター（発達障害者等支援分）を配置し、専門的な相談・支援する「若年

コミュニケーション能力要支援者就職プログラム」を実施 （平成19年度～）。

○ 障害者の就労に対する 112 障害者やその保護者、企業関係者、福祉関係者等を始めとした国民 厚生労働省 ○ ９月の「障害者雇用支援月間 （高齢・障害者雇用支援機構主催、厚生労働省後援）を中心とし、障害者雇用優」

理解啓発の促進 全体に対し、障害者の就労に対する理解啓発を促進する。 良事業所等の表彰、職場改善好事例募集、月間ポスター原画募集、月間ポスター原画入賞作品展示会の開催、障害

者ワークフェアの開催等を通じ企業等に対する啓発活動を実施。平成22年度の優良事業所等として、障害者雇用優

、 、 、良事業所32社 障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人２人 優秀勤労障害者37人に厚生労働大臣表彰を

障害者雇用優良事業所23社、優秀勤労障害者22人に高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰を実施。
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重点的に実施する施策及びその達成目標 関係省庁 進 ちょく 状 況

〔障害者の職業能力開発の推進〕

○ 公共職業能力開発施設 113 障害者職業能力開発校において、職業訓練上特別な支援を要する障 厚生労働省 ○ 障害者職業能力開発校において、職業訓練上特別な支援を要する障害者の受入れを促進し、障害の態様に応じた

における障害者職業訓練 害者に重点を置いた支援を実施するとともに、一般の公共職業能力開発 きめ細やかな職業訓練を実施。

の推進 施設において、障害者の受入れを推進する。

（平成20年度） （平成21年度）

実施人数 1,905人 1,968人

就職率 59.0％ 55.0％

○ 障害者の職業訓練については、ノーマライゼーションの観点から、施設のバリアフリー化を推進すること等によ

り、可能な限り一般の公共職業能力開発施設に受け入れて実施している。

（平成20年度 （平成21年度））

一般の公共職業能力開発施設に

おいて職業訓練を受けた障害者数 759人 733人

○ 一般の公共職業能力開発校に知的障害者等（平成16年度～）や発達障害者（平成19年度～）を対象とした職業訓

練コースを設定し訓練機会を提供。

（平成20年度 （平成21年度））

設定数 23県34コース 23県32コース

○ 障害者の態様に応じた 114 就労移行支援事業の利用者、特別支援学校の生徒等の職業訓練機会 厚生労働省 ○ 企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等多様な職業能力開発資源を活用した障害者の態様に応じ

多様な委託訓練の拡充 の充実を図るため、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間 た多様な委託訓練を拡充して実施。

教育訓練機関等地域の委託訓練先を開拓し、障害の態様に応じた多様

な委託訓練を実施する。

（平成20年度） （平成21年度）

○障害者の態様に応じた多様な委託訓練の就職率 訓練者数 5,781人 6,067人

2.3％〔18年〕→ 50％〔24年〕 就職率 38.4％ 41.6％
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各就労支援機関における障害者の就労支援 

資料４ 



  職業リハビリテーションの実施体制の概要 

 障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業紹介等の職業リハビリテーションを、医療・保健
福祉・教育等の関係機関の連携のもとに実施。  

１ 公共職業安定所（ハローワーク） 〔５４５カ所〕 
  就職を希望する障害者の求職登録を行い（就職後のアフターケアまで一貫して利用）、専門職員や  
 職業相談員がケースワーク方式により障害の種類･程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職 
 場定着指導等を実施 
 
 
２ 障害者職業センター  
 ○  障害者職業総合センター〔１カ所〕 
    高度の職業リハビリテーション技術の研究・開発、専門職員の要請等の実施 
 ○  広域障害者職業センター〔２カ所〕 
    障害者職業能力開発校や医療施設等と密接に連携した系統的な職業リハビリテーションの実施 
 ○  地域障害者職業センター〔各都道府県〕 
    障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビ 
   リテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施 
 
 
３ 障害者就業・生活支援センター (都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人等が運営） 

〔３１１センター〕  
  障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面 
 及び生活面における一体的な相談支援を実施 
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  ハローワークにおける障害者の雇用促進のための取組 

１ 雇用率達成指導の強化 
 ○ 雇入れ計画期間及び公表猶予基準の見直し 
   ・雇入れ計画期間の短縮（３年→２年） 
   ・公表猶予基準の見直し 
   ※ 平成２４年１月１日以降適用 
  

２ 障害者に対する職業紹介等の充実 
  ・ 相談・支援体制の充実・強化（「就職支援ナビゲーター（障害者支援分）」の配置等） 
  ・ 各種の雇用支援策の活用（トライアル雇用、ジョブコーチ支援等） 
  ・ 関係機関との連携の強化（地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等）  
  ・ 定着指導 等 
  

３ 事業主に対する障害者雇用促進のための取組 
  ・ 雇用率達成指導と結びついた職業紹介の実施 
  ・ 障害者向けの求人開拓の実施（一般求人から障害者求人への転換を含む。） 
  ・ 各種助成金制度の活用 
  ・ 定着指導  等   
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  地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する 
 専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。 

地域障害者職業センターの概要 

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リ

ハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。 

○ 職業評価 
  就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法 
 等を含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。 
 
○ 職業準備支援 
  ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作 
 業体験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能 
 力・対人対応力の向上を支援。 
 
○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 
  障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後 
 を通じて障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。  
 
○ 精神障害者総合雇用支援 
  精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続 
 のための様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。 
 
○ 事業主に対する相談・援助 
  障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に関する専門 
 的な助言、援助を実施。 
 
○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施 
  障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言・援 
 助を行うほか、関係機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成及び実務研修等を実施。 3



  障害者就業・生活支援センター 

業務の内容  就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要
とする障害のある方に対し、センター窓口での
相談や職場・家庭訪問等を実施します。 

＜就業面での支援＞ 
○ 就業に関する相談支援 
 ・ 就職に向けた準備支援（職業準備訓練、 
  職場実習のあっせん） 
 ・ 就職活動の支援 
 ・ 職場定着に向けた支援 

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ  

 た雇用管理についての事業所に対する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

＜生活面での支援＞ 
○ 日常生活・地域生活に関する助言 
 ・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理 
  等の日常生活の自己管理に関する助言 
 ・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、 
  生活設計に関する助言 

○ 関係機関との連絡調整 

設置箇所数 
 
２３年１１月現在 ３１１センター 

雇用と福祉のネットワーク 

障害のある方 

相談 

地域障害者 
職業センター 

専門的支援 
の依頼 

生活支援 
（生活支援担当者1名） 

就業支援 
（就業支援担当者2～４名） 

ハローワーク 

事業主 
職場適応支援 

求職活動支援 

特別支援学校 連携 

保健所 
保健サービスの 
利用調整 

福祉事務所 
福祉サービスの 
利用調整 

医療機関 

医療面の相談 

○ 関係機関と 
の連絡調整 

○ 日常生活・ 
地域生活に関 
する助言 

○ 就業に関す 
る相談支援 

○ 障害特性を踏 
まえた雇用管理 
に関する助言 

○ 関係機関と 
の連絡調整 

一 
体 
的 
な 
支 
援 

自立・安定した職業生活の実現 

技術的支援 

就労移行支援
事業者等 

 
基礎訓練の 
あっせん 

対象者の送
り出し 

  【22年度実績】  対象者数  78,063人  
             就職件数  10,266件    就職率 56.5％ 

 障害者の身近な地域においては、就業面と生活面の一体的な相談・支援を 
 行う 「障害者就業・生活支援センター」の設置を拡充 
   平成14年度 21センター → 23年度 322センター（予定） 

4



  職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

◎支援内容 

事 業 主 
(管理監督者・人事担当者) 

ジョブコーチ 

障 害 者 

同僚 

同僚 

上司 家族 

・ 障害の理解に係る社内啓発 
・ 障害者との関わり方に関する助言 
・ 指導方法に関する助言 

・安定した職業生活を送るための家族の 
 関わり方に関する助言 

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 
・配置、職務内容の設定に関する助言 

・業務遂行力の向上支援 
・職場内コミュニケーション能力の向上支援 
・健康管理、生活リズムの構築支援 

◎標準的な支援の流れ 

 

不適応課題を分析し、 
集中的に改善を図る 
  
 週３～４日訪問 

 

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰﾊﾟｰｿﾝ

の育成により、支援の主体

を徐々に職場に移行 

    週１～２日訪問 

 

数週間～数ヶ月 

に一度訪問 

移行支援 集中支援 
フォロー
アップ 

支援期間１～７ヵ月（標準２～４ヵ月）（地域センターの場合）  

◎ジョブコーチ配置数（２３年３月末現在） 
計１，１４２人 地域センターのジョブコーチ    ３０６人

第１号ジョブコーチ（福祉施設型） ７４４人
第２号ジョブコーチ（事業所型）   ９２人 

支援対象者数  ３，３０２人 

職場定着率（支援終了後６ヶ月）  ８７．６％ 
   （支援終了後６ヵ月：21年10月～22年９月までの支援修了者の実績） 

◎支援実績（２２年度、地域センター） 

 障害者の職場適応を容易にするため、職場にジョブコーチを派遣し、 
 ・ 障害者に対する業務遂行力やコミュニケーション能力の向上支援 
 ・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施 
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況 

 ○ 平成22年度は、就職件数・新規求職者数ともに前年度から増加。   
 ○ 特に、就職件数は初めて５万件を超え、過去最高を更新。 
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  ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況① 

知的障害者 身体障害者 
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  ハローワークにおける障害種別の職業紹介状況② 

精神障害者 その他障害 
（発達障害、難病など） 
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○ 就職後、ハローワークなどが、直接事業所を訪問 
 
○ 問題等があった場合には、ハローワークと関係機関が 
 相互に連携し合って、解決に向けた助言、支援を実施 

ハローワークにおける就職後の職場定着に向けた指導 

○ 全ての障害者が対象 
  次の者は特に継続的な指導を行うよう配慮 
 ・ 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者 
 ・ 過去に転々と職場を変えている障害者 
 ・ 初めて就職した障害者、長期離職後に就職した障害者 
 ・ 年齢が比較的若い障害者  など 

○    次に該当する事業所についても対象 
  ・  障害者の離職が目立つ事業所 
  ・  障害者雇用について経験が浅い事業所 など 

21年度 
訪問指導事業所数 11,804件 
 
22年度 
訪問指導事業所数 27,524件 
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地域障害者職業センターにおける業務実施状況（平成22年度） 

計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他 
29,864人 2,076人 12,258人 9,481人 6,049人 

(100.0%) (7.0%) (41.0%) (31.7%) (20.3%) 

１．利用者数（新規＋再扱） 

２．職業準備支援 
（1）支援対象者数 

計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他 

2,058人 79人 583人 589人 807人 

(100.0%) (3.8%) (28.3%) (28.6%) (39.2%) 
   

（2）支援終了者の状況 
  ・支援終了者の就職を目指した次の段階への移行率 88.1％ 
  ・支援終了者の就職率              67.5％ 

＊平成22年度に支援を終了した障害者のうち平成23年４月末現在の状況 
＊次の段階＝職業紹介、ジョブコーチ支援、職業訓練、職場実習等 

計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他 

3,302人 192人 1,761人 698人 651人 

(100.0%) (5.8%) (53.4％) (21.1％) (19.7%) 

３．職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 
（1）支援対象者数（支援開始者数） 
    
 
 
 
       
（2）職場定着の状況 
  ・支援終了後6ヶ月経過時点の職場定着率 87.6％ 

 
＊平成21年10月～平成22年9月までに支援を終了した者のうち、支援終了後6ヶ月経過 
 時点での定着状況 

計 職場復帰支援 雇用継続支援 

2,459人 1,779人 680人 

４．精神障害者総合雇用支援 
（1）支援対象者数 

  ５．事業主に対する相談・援助  支援対象事業所数 15,766事業所 
   
６．地域の関係機関に対する助言・援助等の実施  利用関係機関数 10,889機関      

（2）復職・雇用継続の状況 
  ・支援終了後の復職・雇用継続率 82.0％   ＊平成23年４月末現在の状況 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22

３６箇所 ４５箇所 ７９箇所 ９０箇所 １１０箇所 １３５箇所 ２０６箇所 ２４７箇所 ２７２箇所

全体 3,178人 5,888人 12,219人 16,339人 22,339人 30,943人 46,492人 61,981人 78,063人

一センター当たり 88人 131人 155人 182人 203人 229人 226人 251人 287人

全体 66,681件 134,629件 244,591件 337,461件 444,871件 525,128件 739,619件 915,732件 1,047,016件

一センター当たり 1,852件 2,992件 3,096件 3,750件 4,044件 3,890件 3,590件 3,707件 3,849件

全体 694件 812件 1,727件 2,520件 3,634件 4,637件 6,234件 7,961件 10,266件

一センター当たり 19件 18件 22件 28件 33件 34件 30件 32件 38件

全体 1,316人 1,338人 3,419人 4,294人 6,218人 8,017人 12,490人 15,946人 18,160人

一センター当たり 37人 30人 43人 48人 57人 59人 61人 65人 67人

49.9% 56.5%就職率 全体 52.7% 60.7% 50.5% 58.8% 58.4% 57.8% 49.9%

支援対象者数

（年度末登録者数）

相談支援件数

就職件数

新規求職者数

事業年度

センター設置箇所数

  障害者就業・生活支援センターの実績（平成14年度～平成22年度） 
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  平成23年度における職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修の概要 

○第１号職場適応援助者養成研修

○第２号職場適応援助者養成研修

障害者の就労支援を実施するにあたり、ジョブコーチの支
援技術の習得を希望する者

（NPO）くらしえん・しごとえん 年3回 15名程度/回 42時間（6日間） 静岡県2回、滋賀県

42.5時間（6日間） 東京都2回、大阪府

（NPO）大阪障害者雇用支援ネットワーク 年4回
10名程度（大阪/回、

広島）
20名程度（兵庫）

45時間（6日間）
大阪府2回

兵庫
広島

事業所内で障害者の支援に携わる人、およびこれから携
わろうとしている人

障害者の就職支援に携わっているか、近い将来携わるこ
とを予定している者で、ジョブコーチに関する専門性の習得
を希望する者

厚生労働大臣が指定する研修

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク 年3回
20名程度（東京/回）

6名程度（大阪）

受講対象者

（独）高齢・障害者雇用支援機構 年3回
10名程度/回

（特段の定員数なし）

44時間以上
（本部研修5日間）
（地域研修4日間）

本部研修：千葉県
地域研修：地域障害者職業センター

原則として、第2号ジョブコーチ助成金に係る認定を受けた
事業主に雇用される職員で第2号ジョブコーチとなる予定
の者

実施主体 回数 定員 研修時間 実施地域

障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に
所属し、ジョブコーチの支援技術の習得を希望する者で、
障害者の就労支援に係る経験が一定程度ある者。

（NPO）全国就業支援ネットワーク 年3回
40名程度（島根）
20名程度（島根）
35名程度（松本）

47.5時間（７日間） 島根県2回、長野県
障害者の就労支援に携わる人、又はこれから携わろうとし
ている人

（NPO）くらしえん・しごとえん 年3回 25名程度/回 42時間（6日間） 静岡県2回、滋賀県

障害者の就職支援に携わっているか、近い将来携わるこ
とを予定している者で、ジョブコーチに関する専門性の習得
を希望する者

（NPO）大阪障害者雇用支援ネットワーク 年4回 38名程度/回 45時間（6日間）
大阪府2回
兵庫県
広島県

（独）高齢・障害者雇用支援機構 年4回
30名程度/回

（特段の定員数なし）

就労支援機関、福祉施設職員等の就労支援に携わる人、
およびこれから携わろうとしている人

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク 年3回
46名程度（東京/回）
36名程度（大阪）

42.5時間（6日間）
東京都2回
大阪府

厚生労働大臣が指定する研修

実施主体 回数 定員 研修時間 実施地域 受講対象者

45時間以上
（本部研修5日間）
（地域研修4日間）

本部研修：千葉県
地域研修：地域障害者職業センター

原則として、第1号ジョブコーチ助成金に係る認定を受けた
社会福祉法人等に雇用される職員で第1号ジョブコーチと
なる予定の者

（NPO）なよろ地方職親会 年1回 20名程度（名寄） 42時間（6日間） 北海道
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に
所属し、ジョブコーチの支援技術の習得を希望する者で、
障害者の就労支援に係る経験が一定程度ある者。

（NPO）なよろ職親会 年1回 5名程度（名寄） 42時間（6日間） 北海道
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に
所属し、ジョブコーチの支援技術の習得を希望する者で、
障害者の就労支援に係る経験が一定程度ある者。
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雇用、福祉、教育等の連携による就労支援の取組と課題 

資料５ 

1



  

企業 

○障害者団体、障害者支援団体 

○地域障害者職業センター 

○障害者就業･生活支援センター 

○職業能力開発校 

○障害者地域生活支援センター 

○福祉事務所  等 

  ・専門援助部門が担当 
 ・就労支援コーディネーターを 
   配置し、関係機関と調整 

主査：ハローワーク職員 

 市町村・専門機関の職員 

就職を希望している 

福祉施設利用者等 

障
害
者
就
労
支
援
チ
ー
ム 

就
労
支
援
計
画
の
作
成 

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
携

し
て
支
援
を
実
施 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

就職に向けた取り組み 就 職 
職場定着 

職業生活
の安定 

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援 

障害者就労に向けたハローワークを中心とした「チーム支援」  

○ 福祉施設等の利用者をはじめ、就職を希望する障害者一人ひとりに対して、 

 ハローワーク職員（主担当）と福祉施設等の職員、市町村の職員等がチームを 

 結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施（平成18年度から実施） 

    

○授産･更正施設、小規模作業所 

○医療・保健・福祉機関 

○特別支援学校 

○精神障害者社会適応訓練事業  

 の協力事業所 等 

 副主査：福祉施設等職員 

 
  【22年度実績】 
    支援対象者数 16,682人 
      就職者数   8,554人 
      就職率    51.3％ 
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【参考】障害者雇用率は、近年高まっており、平成23年は、１．６５％（平成18年 １．５２％） 

「チーム支援」の実績 
○ 障害者自立支援法が施行した平成18年度からモデル事業（10所）として開始。 

 平成19年度から全国実施し、年々支援対象者が増加するとともに、高い就職率を維持。 

○ 知的障害者や精神障害者の利用割合が高く（全体の約85％）、障害特性に応じた 

 きめ細かな支援を実施。 

支 援 対 象 者 就 職 件 数 就 職 率 
平成19年度 3,568人 1,778人 49.8％ 

平成20年度 10,442人 5,202人 49.8％ 

平成21年度 13,801人 6,354人 46.0％ 

平成22年度 16,682人 8,554人 51.3％ 

＜チーム支援の実施状況＞ 

＜チーム支援の障害種別の実施状況（平成22年度）＞ 
支 援 対 象 者 （ 構 成 比 ） 就 職 件 数 （ 構 成 比 ） 

身体障害者 2,000人（12.0％） 1,010人（11.8％） 

知的障害者 9,117人（54.7％） 4,999人（58.4％） 

精神障害者 5,155人（30.9％） 2,376人（27.8％） 

その他（*） 410人（2.5％）  169人（2.0％）  
  ＊その他とは、発達障害や高次脳機能障害など 
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企業ノウハウを活用した福祉施設における就労支援の促進 
～ 障害者就労支援基盤整備事業 ～ 

労働局 

福祉施設 企業 

○ 企業における就労についての理解が不十分 
○ 就労支援ノウハウの不足 

企業からみた福祉的就労に対する問題意識 

○ 施設での訓練だけでは技術面で未熟 
○ 企業で働くということに対する意識が不十分 
○ 基本的労働習慣が未形成 

・ 障害者の雇用管理等の知識・経験を有する企業 
 の人材を「障害者就労アドバイザー」として登録 

・ 一般雇用に関する理解、就労支援方法に 
 関する「福祉施設等就労支援セミナー」の実施 
・ 「障害者就労アドバイザー」の派遣 

これらの問題を解決し、福祉から雇用への移行を促進 

福祉施設を利用している障害者の雇用に消極的 

・一般雇用に対する不安 
・企業の実態と乖離した作業内容 
・作業に慣れた障害者でも、一般雇用への送り 
 出しに消極的 

福祉施設における就労支援の問題点 
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特別支援学校の生徒と親の、一般雇用や雇用支援策に関する理解の促進 
～ 「障害者就労支援基盤整備事業」の拡充 ～ 

都道府県労働局が「基盤整備事業」を実施 

  企 業 

企業の求める資質 
○ 基本的労働習慣 
○ 企業で働くということに対する意識 
○ コミュニケーション能力 
○ 安定した生活習慣 

○ 就労支援セミナー 
（特別支援学校の教師、生徒・保護者等を対象として実施） 

卒業時点の就職は約２割 

特別支援学校における就労支援への期待 

○ 生徒の障害の重度・重複化、多様化 

特別支援学校における就労支援の課題 

○ 事業所見学会 

○ 職場実習のための事業所面接会 

  特別支援学校 

在
学
中
か
ら
サ
ポ
｜
ト 

一般雇用や雇用支援策に関する理解を促進 

就職 

○ 「障害者就労アドバイザー」による助言 
（企業関係者を労働局に登録） 

特別支援学校における就労支援の取組を強化 

○ 生徒や保護者の一般雇用に対する不安 

○ 卒業生の６割が福祉施設に入所 

○ 企業の実態を踏まえた就労支援の改善 
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医療機関等との連携による 
精神障害者等のジョブガイダンス事業 

  医療機関等を利用している精神障害者及び発達障害者を対象に、ハローワークの職員が医療
機関等を訪問して、就職活動に関する知識や方法についてガイダンスを行うことにより、職業準
備性や就職意欲を高め、就職に向けた取組を的確に行えるよう援助を行います。 

 

平成22年度実績 ジョブガイダンス受講人数 1,786人（全国404カ所の医療機関等で実施） 

○精神科病院 
○精神科診療所 
○精神保健福祉センター 
○保健所 
○障害福祉サービス事業者 
○発達障害者支援センター 

連携先機関 

【ジョブガイダンスの内容】 
○オリエンテーション、職業講話 
 （働く意義、労働市場の動向等） 
○求職活動の方法 
 （求人情報の見方、履歴書の 
  書き方、電話の対応方法、 
  面接の受け方等） 
○職場におけるマナー 
○服薬管理の重要性  等 

ハローワーク 

対象者 

   就職に向けた取組 
   （求職活動、職業リハビリテーション等） 

就職意欲の高い 
「精神障害者」と「発達障害者」 

ジョブガイダンス 
連携先機関を訪問  

1日2時間で 
３日～５日間 
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10,520人/年 

特別支援学校 
卒業生16,073人/年 

3,792人/年 

 法定社会福祉施設  

969人/年 

一般就労 
への現状 

就職 

就労移行支援                 約２．１万人 

就労継続支援Ａ型、福祉工場          約１．５万人 

就労継続支援Ｂ型、旧法授産施設   約１６．０万人 

下記以外：国保連データ（２３年４月サービス提供分） 
社会福祉施設等調査（２１年１０月１日現在）：福祉工場、小規模通所授産、精神障害 
                              者授産施設 

雇用者数 

４４８，０００人 

 

地域 

生活 

企 業 等 

ハローワークから
の紹介就職件数 

５２，９３１人 

（平成２０年度） 

（平成２２年度） 

（平成22年3月卒） 

               

小規模作業所 約２．０万人 

地域活動支援ｾﾝﾀｰ    
（平成２２年４月） 

○ 「教育」から「雇用」へ、「福祉」から「雇用」への移行について、更なる拡大が必要。 

 障害者雇用の課題① 

雇用施策の対象となる障害者数／地域の流れ 

        ① 特別支援学校から一般企業への就労が約２４％  

        ② 社会福祉施設から一般企業への就職が年間１％～２％→就労移行１２．１％ 

就労系障害福祉サービス 
から一般就労への移行 

 

1,288人/ H15 1.0 
 

2,460人/ H18 1.9倍 
 
3,293人/ H21 2.6倍 
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25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.0 

企業規模別実雇用率 企業規模別達成企業割合 (%) (%) 

    

※平成23年6月1日現在 
全体：45.3％ 
56～99人：43.1％ 
100～299人：47.0％ 
300～499人：45.0％ 
500～999人：44.3％ 
1,000人以上：49.8％ 

(56～99人) 
(1,000人以上) 

(全体) 

(500～999人) 

(300～499人) 

(100～299人) 

1.84 

1.65 

1.65 
 
1.57 

1.40 

1.36 (500～999人) 

(1,000人以上) 

(300～499人) 

（全体） 

(100～299人) 

(56～99人) 
49.8 

47.0 

45.3 
45.0 
44.3 

43.1 

  ○ 全体として法定雇用率には未だ届いておらず、企業数全体でも達成企業は半数以下。 
  ○ 特に中小企業の取組みが遅れている。 

  障害者雇用の課題② 

（注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）があったため、23年と22年までの数値を単純に 
   比較することは適当でない状況である。 8



○ 就労困難な重度知的障害者や急増する精神障害者の雇用がなかなか進まない。 
 
○ 加えて、発達障害、高次脳機能障害など新たな障害特性に応じた雇用管理の研究・蓄積が必要。 

 障害者雇用の課題③ 

○ 障害者新規求職者１３．３万人（平成２２年度）のうち、 
    身体：約6.4万人（約48.3％）  知的：約2.6万人（約19.4％）   精神：約4.0万人（約29.9％） 

○ 就業実態調査によれば、重度知的、精神障害者は、不就業者が就業者を大きく上回っている。  

知的、精神障害者の状況① 

知的、精神障害者の状況② 

障害程度 総計 就業者 不就業者 

計 ３５５（100.0） １８７（52.6） １６０（45.0） 

重度 １３９（100.0） ５９（42.6） ７５（54.3） 

非重度 １９０（100.0） １１６（61.0） ７１（37.3） 

知的障害者就業状況 精神障害者就業状況 
障害程度 総計 就業者 不就業者 

計 ３５１（100.0） ６１（17.3） ２８３（80.7） 

○ 雇用障害者の約３６万６千人（平成２３年６月１日の雇用状況報告）のうち、 
    身体：約28.4万人（約77.7％）  知的：約6.9万人（約18.8％）   精神：約1.3万人（約3.6％） 
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障害特性に応じた雇用支援施策 

資料６ 



① 障害者雇用率制度における精神障害者の特例 
 精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）を各企業の雇用率（実雇用率）
に算定。短時間労働者である精神障害者についても0.5人分として算定。 

⑥ 医療機関等との連携によるジョブガイダンス事業 
 ハローワークから医療機関等に出向いて、就職活動に関する知識や方法につ

いてガイダンス等を実施することにより、就職に向けた取組を的確に行えるよう援

助を実施。 

◎ 精神障害者を対象とした支援施策 

⑤ 精神障害者に対する総合的雇用支援 
 地域障害者職業センターにおいて、専任の精神障害者担当カウンセラーを配
置し、主治医等との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用継続に係る様々な

支援ニーズに対して、総合的な支援を実施。 

④  精神障害者雇用安定奨励金 
 精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、カウンセリング体
制の整備等、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対し、奨励金

を支給。 

③ 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金              
 一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指す

「精神障害者等ステップアップ雇用」に取り組む事業主に対し奨励金を支給。 

② 精神障害者雇用トータルサポーターの配置             

 精神障害の専門的知識を有する「精神障害者雇用トータルサポーター」をハロー
ワークに配置し、精神障害者等の求職者に対して専門的なカウンセリング、就職準

備プログラム及び事業主への意識啓発等の支援を実施。 

障害特性に応じたきめ細やかな支援施策 

⑦ 職場支援従事者配置助成金 
 重度知的障害者又は精神障害者の方(６５歳未満)を、ハローワーク等の
紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者

（職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対し、助成金を支給。 

◎ 発達障害者を対象とした支援施策 

① 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム 

 ハローワークにおいて、発達障害等の要因により、コミュニケーション 
能力に困難を抱えている求職者について、その希望や特性に応じて、専
門支援機関である地域障害者職業センターや発達障害者支援センター
等に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない者について
は、きめ細かな個別相談、支援を実施する。 
                 

② 発達障害者の就労支援者育成事業 
 発達障害者支援関係者等に対して就労支援ノウハウの付与のため
の講習会及び体験交流会を実施するほか、事業所において発達障
害者を対象とした職場実習を実施することにより、雇用のきっかけ作
りを行う体験型啓発周知事業を実施する。 

③ 発達障害者雇用開発助成金 
  発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発
達障害者について、ハローワークの職業紹介により雇い入れ、雇用管理
に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行う。 

◎ 難病がある人を対象とした支援施策 

 難治性疾患患者雇用開発助成金   

 難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難

病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入

れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行

う。  

④ 発達障害者に対する職業リハビリテーション支援技法 
  の開発及び地域障害者職業センターにおける試行実施 
 障害者職業総合センターにおいて、発達障害者に対する職業リハビ
リテーション支援技法の開発及びその蓄積を図る。また、これら技法開
発の成果を活用し、地域障害者職業センターで発達障害者に対する専
門的支援の試行実施を行う。 



今後の研究会の進め方について（案） 
 

 

第１回（平成 23 年 11 月） 

○研究会の開催について 

○障害者の就労支援策の現状等について 

○今後の研究会の進め方について 

○フリーディスカッション 

 

第２回（平成 23 年 12 月）  

○関係者（就労支援機関）からのヒアリング① 

 （ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援セ

ンター、発達障害者支援センタ－、特別支援学校、福祉施設） 

 

第３回（平成 24 年 1 月）  

○関係者（就労支援機関、企業）からのヒアリング② 

 

第４回（平成 24 年 2 月） 

○障害者団体からのヒアリング 

   

第５回（平成 24 年 3 月） 

○これまでの論点整理① 

 

第６回（平成 24 年 4 月） 

○これまでの論点整理② 

 

第７回（平成 24 年 5 月） 

○これまでの論点整理③ 

 

第８回（平成 24 年 6 月）研究会の取りまとめ① 

 

第９回（平成 24 年 7 月）研究会の取りまとめ②  

資料７ 
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関係者からのヒアリングについて 
 

 

 

１．就労支援機関 

 

   ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援セ

ンター、発達障害者支援センター、特別支援学校、福祉施設など 

 

  《ヒアリング項目》 

・ 他の就労支援機関との連携に当たっての課題 

・ 特別支援学校や福祉施設から一般就労への課題 

・ 各就労支援機関に求める役割 

 

 

２．企業 

 

 《ヒアリング項目》 

・ 地域で就労支援を受けるに当たっての課題 

・ 各就労支援機関に求める役割、要望 等 

 

 

３．障害者団体  

  

 《ヒアリング項目》 

・ 地域で就労支援を受けるに当たっての課題 

・ 各就労支援機関に求める役割、要望 等 
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審議会等会合の公開に関する指針 

 

 この指針は、厚生労働省所管の審議会等及び懇談会等行政運営上の会合（以下「審議会

等会合」という。）の運営に関し、透明な行政運営の確保を図るため、審議会等会合の公

開について、下記の通り定めるものである。 

 

記 

 

１ 本指針の対象 
 

 （１）審議会等 

    国家行政組織法第 8条に基づき設置される審議会等とする。 
  

（２）懇談会等行政運営上の会合 

    行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以

外の有識者等の参集を求める会合であって、「審議会等の整理合理化に関する基本

的計画(平成１１年４月２７日 閣議決定）」の対象となっているものとする。 

 

２ 審議会等の公開 
 

 （１）審議会等会合の委員の公開 

   ア 審議会等会合の委員、臨時委員、特別委員、専門委員の氏名、職業については、

当該審議会等会合において別段の取扱いをすべきこととしている場合を除き、公開

するものとする。 

   イ 審議会等会合の委員等の任免を行った場合には、当該審議会等会合の事務を行う

部局は、速やかに、委員名簿１部を官房総務課情報公開文書室に提出するものとす

る。大臣官房総務課情報公開文書室は、それを審議会台帳に登録し、一般の閲覧に

供するものとする。 

 

 （２）審議会等会合の活動状況の公開 

   ア 審議会等会合の開催予定に関する日時、開催場所等については、当該審議会等会

合において別段の取扱いとすべきこととしている、又は審議会等会合の運営に支障

がある等の特段の事由がある場合を除き、決定後速やかに公開するものとする。 

     なお、特段の事業により、会議を公開してきた審議会等会合がそれを非公開とす

る場合にあっては、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開するもの

とする。 

   イ 審議会等会合を開催する場合には、当該審議会等会合の事務を行う部局は、あら

かじめ開催予定を記載した書類 1 部を大臣官房総務課情報公開文書室に、書類 1 部

及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出するものとする。大臣官房総務課情報

参考資料１ 
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公開文書室は、書類を審議会台帳に登録し、大臣官房総務課広報室は、開催予定を

厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（３）審議会等会合の会議、議事録の公開 

  ア 審議会等会合の会議、議事録の公開 

   （ア）審議会等会合のうち諮問、答申を行うものについては、会議及び議事要旨又は

議事録を公開する。傍聴人の制限等の会議の公開の方法については、各審議会等

会合の決定によるものとする。 

   （イ）審議会等会合のうち（ア）以外の会合（審議会等に置かれる分科会、部会及び

懇談会等行政運営上の会合）については、少なくとも議事要旨を公開する。特段

の事業により会議又は議事録を非公開とする場合にあっては、その理由を明示す

るものとする。 

   （ウ）審議会等会合の事務の一部が行政処分、不服審査、試験等を行う場合にあって

は、会議、議事録及び議事要旨を非公開とすることができる。 

  イ 審議会等会合の議事録等の公開の方法 

    審議会等会合の事務を行う部局は、議事録又は議事要旨を公開するときは、１部を

大臣官房総務課情報公開文書室に、１部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出

するものとする。大臣官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、

一般の閲覧に供するものとする。 

 

（４）審議会等会合の諮問、答申･意見等及び提出資料の公開 

  ア 審議会等会合の諮問、答申･意見等及び提出書類については、当該審議会等会合にお

いて別段の取扱をすべきこととしている、又は公開することにより、公正かつ中立な

審議に著しい支障を及ぼすおそれがある、若しくは特定の者に不当な利益若しくは不

利益をもたらすおそれがある場合を除き、公開するものとする。 

  イ 審議会等会合の事務を行う部局は、諮問、答申･意見等を公開するときにあたっては

速やかに、議事録又は議事要旨とともに、１部を大臣官房総務課情報公開文書室に、

１部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出するものとする。大臣官房総務課広

報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。 

    提出資料を公開するときにあっては当該提出資料（それが膨大な場合にあっては、

閲覧に供することができる場所を記載した書類。以下同じ。）１部を大臣官房総務課情

報公開文書室に、１部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出するものとする。

大臣官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供

するものとする。 
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審議会等会合の公開に関する考え方 

 

１ 対象 

  「審議会等会合の公開に関する指針」（以下｢指針｣という。）1（2）の懇談会等

行政運営上の会合については、局長以上の決裁を経て参集した会合を対象とする。 

 

２ 審議会等会合の会議の公開 

  「指針」2(3)ア(イ)に該当する審議会等会合については、以下に該当する場合

を除き公開することとし、審議会等の開催の都度判断するものとする。 

 

① 個人に関する情報を保護する必要がある。 

 

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの圧

力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決定の中立

性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれがある。 

 

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、不

当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 

 

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれ

がある。 

 

⑤ 公開することにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ

又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある。 
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重点施策実施５か年計画（抄） 

～障害の有無にかかわらず国民誰もが互いに支え合い 

共に生きる社会へのさらなる取組～ 

平成１９年１２月２５日 

障害者施策推進本部決定 

 

Ⅰ 重点的に実施する施策及びその達成目標 

５ 雇用・就業 

 

 
 
 
 
 
 

①障害者の雇用の場の拡大 
 

○障害者雇用率制度を柱とした障害者雇用の一層の促進 

      障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図るため、障害者雇用率制度を

中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。このため個別の企業への雇用率

達成指導を厳格に実施するとともに、障害者の雇用管理に関する専門的支援を

充実する等、特に中小企業への働きかけを強化する。また、障害者雇用促進法

及び障害者基本計画に基づき除外率制度の段階的縮小を進める。 

 

（数値目標・達成期間） 

○雇用障害者数 

64万人〔25年度〕 

 

○基本方針 

   雇用・就業は、障害者が地域でいきいきと生活していくための重要な柱

であり、働くことを希望する障害者が能力を最大限発揮し、就労を通じた

社会参加を実現するとともに、職業的自立を図るため、雇用政策に加え、

福祉政策や教育政策と連携した支援等を通じて障害者の就労支援のさらな

る充実・強化を図る。 

参考資料２ 
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○各府省・各地方公共団体における「チャレンジ雇用」の推進等 

      各府省・各地方公共団体において、職場実習を活用するなどして、知的障害

者等が、一般雇用に向けて経験を積むための「チャレンジ雇用」を推進する。 

 

（数値目標・達成期間） 

○チャレンジ雇用の推進 

全府省で実施〔20年度〕 

 

○公的機関における障害者雇用の一層の促進 

国及び地方公共団体の障害者雇用を一層促進し、実雇用率の更なる上昇を図

る。特に障害者雇用率の達成率が低い都道府県教育委員会での障害者雇用の取

組の促進を図る。 

 

（数値目標・達成期間） 

○公的機関の障害者雇用率 

すべての公的機関で障害者雇用率達成〔24年度〕 

 

○精神障害者、発達障害者等の雇用促進 

      精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用機会

の拡大を図る。 

また発達障害者等について、調査研究や支援のための技法開発を進め、企業

等の理解の促進等を図ることにより雇用の促進を図る。 

 

（数値目標・達成期間） 

     ○精神障害者の雇用 

      ・56人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数 

        0.4万人〔19年〕→1.5万人〔25年〕 

・精神障害者ステップアップ雇用 

常用雇用移行率 60％〔24年度〕 

 

〔障害者の能力や特性に応じた働き方の支援〕 

○障害者の在宅就業の促進 

      多様な就業形態による就業機会の拡大を図るため、在宅就業団体の登録数を

増やす。 
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（数値目標・達成期間） 

○在宅就業支援団体登録数 

16団体〔19年〕→100団体〔24年度〕 

 

○短時間労働による障害者雇用の促進 

      障害者の能力や特性に応じた働き方を支援するため、障害者のニーズを踏ま

えつつ、短時間労働に対応した障害者雇用促進法制の整備等により、障害者の

雇用機会の拡大を図る。 

 

○農業法人等への障害者雇用の推進 

農業法人等における障害者雇用を推進するため、農業法人等に障害者雇用の

ノウハウ及び関連情報等の提供を行う。 

また、農業分野におけるトライアル雇用を推進するため、農業法人等に関連

制度等の情報を提供する。 

 

②総合的支援施策の推進 

 
〔雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支援力の強化〕 

○ハローワークを中心とした「チーム支援」の充実・強化等 

      ハローワークを中心に福祉・教育等関係機関と連携した「障害者就労支援チ

ーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から職場定着までの一

貫した支援を展開する。 

 

（数値目標・達成期間） 

○ハローワークを通じた障害者の就職件数 

24万件〔20～24年度の累計〕 

 

○障害者職業センターにおける専門的支援の推進 

障害者職業総合センターにおいて、発達障害者、精神障害者等これまで効果

的な対応ができずに来た障害者への新たな支援技法の開発を行い、普及を図る。

また、地域障害者職業センターにおいては、どの地域においても、比較的軽度

な障害者を含め、あらゆる障害者を対象として、それぞれに必要な職業リハビ

リテーションサービスを提供することとした上で、就職等の困難性の高い障害

者に対する専門的支援に重点化する。併せて、就労支援を担う専門的な人材の

育成、地域の就労支援機関に対する助言・援助を積極的に行い、地域の就労支
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援力の底上げを図る。 

 

（数値目標・達成期間） 

○地域障害者職業センター 

・支援対象者数   12.5万人〔20～24年度の累計〕 

・職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業における支援

終了後の定着率  80％以上〔24年度〕 

 

○障害者就業・生活支援センターの全国展開と支援の充実 
障害者の身近な地域において就業面と生活面における一体的な支援を行う障

害者就業・生活支援センターについて、すべての障害保健福祉圏域に設置する

とともに、地域のニーズや支援実績等に応じた実施体制の充実を図る。 
 

（数値目標・達成期間） 

○障害者就業・生活支援センター 

・設置数 135〔19年〕→全障害保健福祉圏域に設置〔23年〕 

・利用者の就職件数      9,000件〔24年度〕 

・就職率           50％以上〔24年度〕 

 

○職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援の推進 

職場での適応に課題を有する障害者及び事業主に対してきめ細かな支援を行

う職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成を進め、障害者の円滑な就職及び職

場適応を推進する。 
 

（数値目標・達成期間） 

○ジョブコーチ養成数 

1,500人〔18年度〕→5,000人〔23年度〕 

○ジョブコーチ支援 

  支援終了後の定着率   80％以上〔24年度〕 

 

○中途障害者等の雇用継続のための支援 

在職中に身体障害者、精神障害者、難病患者等となった者に対し、適切な職

業リハビリテーションサービスを提供し、雇用の継続を図る。 
（数値目標・達成期間） 

 ○精神障害者総合雇用支援 

   支援終了後の復職・雇用継続率  75％〔24年度〕 
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○関係機関が連携して職業自立の支援を行うための個別の支援計画の策

定・活用の推進 
      障害者の職業自立を支援するため、雇用、福祉、教育等の関係機関が緊密な

連携の下、個別の支援計画の策定やその活用の推進を図る。 

 

〔一般就労への移行を促進するための支援等の充実・強化〕 

    ○トライアル雇用の推進 

     事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を

取得させて常用雇用に移行するための短期間の試行雇用（トライアル雇用）を推

進する。 

 

（数値目標・達成期間） 

 ○トライアル雇用 

   対象者の常用雇用移行率  80％以上〔24年度〕 

 

○福祉施設から一般就労への移行の促進 

      福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業所、就労

継続支援事業所の計画的整備を行う。 

また、職場実習など施設外での就労に協力可能な農業法人等の情報を提供す

る。 

 

（数値目標・達成期間） 

○一般就労への年間移行者数 

0.2万人〔17年度〕→0.9万人〔23年度〕 

○就労移行支援の利用者数 

29.2万人日分〔19年度〕→72万人日分〔23 年度〕 

○就労継続支援の利用者数 

83.1万人日分〔19年度〕→277万人日分〔23年度〕 

※「就労移行支援の利用者数」及び「就労継続支援の利用者」は、各都道府

県の障害福祉計画における 19 年度の平均的なサービス見込量（１月当た

り）の合計値である。 

 

○授産施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げるため「工賃倍増５か

年計画」による福祉的就労の底上げ 

      平成 19年度からの５か年において、官民一体となった取組を推進し、工賃水
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準の倍増を図るとともに、一般雇用への移行を進める。 

 

（数値目標・達成期間） 

○授産施設等の平均工賃月額 

12,222円〔18年度〕→平均工賃倍増を目指す〔23年度〕 

 

○福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 

      福祉施設等における障害者の仕事の確保に向け、国は、公共調達における競

争性及び公正性の確保に留意しつつ、福祉施設等の受注機会の増大に努めると

ともに、地方公共団体等に対し、国の取組を踏まえた福祉施設等の受注機会の

増大の推進を要請する。 

      また、企業から福祉施設等に対する発注を促進する税制を創設し、当該税制

の活用を促すこと等により、障害者の仕事の確保に向けた取組を推進する。 

 

○特別支援学校高等部卒業者の就労支援の推進 

特別支援学校高等部卒業者の職業自立を推進するため、特別支援学校とハロ

ーワーク、企業等の関係機関等の連携・協力により現場実習の開拓を行うなど、

就労支援の推進を図る。 

 

○高等学校・大学における就労支援の推進 

      高等学校における発達障害を含む障害のある生徒の就労を支援するため、各

自治体や学校等において、教育、医療、保健、福祉やハローワーク、地域障害

者職業センター等の労働関係機関等が連携した特別支援教育体制を整備する。

また、大学における障害のある学生の就労を支援する。 

 

○障害者の就労に対する理解啓発の促進 

      障害者やその保護者、企業関係者、福祉関係者等を始めとした国民全体に対

し、障害者の就労に対する理解啓発を促進する。 

 

〔障害者の職業能力開発の推進〕 

○公共職業能力開発施設における障害者職業訓練の推進 

障害者職業能力開発校において、職業訓練上特別な支援を要する障害者に重

点を置いた支援を実施するとともに、一般の公共職業能力開発施設において、

障害者の受入れを推進する。 

 

○障害者の態様に応じた多様な委託訓練の拡充 
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      就労移行支援事業の利用者、特別支援学校の生徒等の職業訓練機会の充実を

図るため、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等地

域の委託訓練先を開拓し、障害の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。 

 

（数値目標・達成期間） 

○障害者の態様に応じた多様な委託訓練の就職率 

41.3％〔18年〕→50％〔24年〕 



障害者職業能力開発施策の概要 

厚生労働省職業能力開発局 

参考資料３ 



★ 障害者職業能力開発行政の概要 

１． 一般の職業能力開発校への障害者の入校促進 
  一般校を活用した障害者職業能力開発事業（平成１６年度開始） 
  ○ 知的障害者及び発達障害者等を対象とした訓練コースの設置 
     

 ２． 障害者職業能力開発校の設置・運営（全１９校） 
 （１） 国立障害者職業能力開発校（１３校） 
   ① 高齢・障害者雇用支援機構営（２校）  
   ② 都道府県営（１１校） 
 （２） 都道府県立障害者職業能力開発校（６校） 

３． 障害者の態様に応じた多様な委託訓練（平成１６年度開始） 
 企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機関等、地域の多様な委託先を活用して、職業訓練を 
実施 
  ○ 訓練対象人員（予算） 
   H２０年度：７，７００人  H２１年度：７，７００人   H２２年度：７，７００人 Ｈ２３年度：７，７００人 
  ○ 特別支援学校と連携した早期委託訓練事業  
   H２０年度：４５０人   H２１年度：１，３００人     H２２年度：１，３００人 Ｈ２３年度：１，３００人 
  ○ 在職障害者を対象とした障害者委託訓練の実施  Ｈ２２年度：５５０人 Ｈ２３年度：５５０人 

５． 障害者の職業能力開発に関する研究等 

６． 全国障害者技能競技大会（アビリンピック）の開催 

障 

害 

者 

に 

対 

す 

る 

職 

業 

能 

力 

開 

発 

の 

推 

進 

４． 地域における障害者職業能力開発促進事業（平成２２年度開始） 
 教育、福祉、医療等の実施主体である都道府県並びに政令指定都市の資源を有効に活用し、障害者
の職業訓練をより効果的・効率的に推進 
 ○ 実施自治体（予算）   H２３年度：１５カ所 
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福祉施設等 

特別支援学校 
高等部等 

★ 障害者の職業能力開発行政の推進について 

障      害      者 

障害者職業能力開発校における職業訓練 

一般校を活用した障害者職業能力開発事業実施校 
における職業訓練 

障害者の態様に応じた多様な委託訓練 

民間教育訓練機関 

企業 

ＮＰＯ法人 

社会福祉施設等へ６５．５％ 
就職へ２３．６％ 

特別支援学校高等部等卒業生の進路状況は、文部科学省「平成２２年度学校基本調査」 
福祉施設等からの就職者の割合は平成２０年度実績 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部調べ 
ハローワークの有効求職者は平成２３年３月末現在。年間就職者数は平成２２年度。実雇用率・法定雇用率は、２２年６月１日の状況 

（注） 

障害者の流れの拡充 

職業訓練校へ２．６％ 

連携強化 

連携強化 

                     企       業  （実雇用率１．６８％、法定雇用率達成企業割合４７．０％） 

＜就職率＞ 
 ・障害者職業能力開発校 ６０．０％ 
 ・一般校活用事業      ７２．９％ 
 ・障害者委託訓練      ４３．８％ 
  うち実践能力習得コース  ６５．４％ 

障害者職業能力開発校・一般校活用事業・障害者委託訓練の就職率は２２年度 

ハローワーク 
有効求職者数１６９，１１６人、新規求職申込件数１３２，７３４人 
 

委託訓練 

年間就職者数 
５２，９３１人 
就職率 
３９．９％ 
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★ 障害者職業訓練実施状況 

注１ 就職率については、訓練修了３ヶ月後の就職状況 

注３ 定例業務統計報告、障害者委託訓練実施状況報告調べ 

注２ 一般校における障害者職業訓練の就職率については、一般校活用事業受講者     
［カッコ内］における就職率 

受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率 受講者数 就職率

2,342 － 2,442 － 2,262 － 2,311 －
2,305

(-6)
－

離職者訓練 1,944 66.7% 1,965 65.7% 1,905 59.0% 1,968 55.0%
2,030
(+62)

60.0%
(+5.0%)

在職者訓練 398 － 477 － 357 － 343 －
275

(-68)
－

732［361］ 66.4% 759［366］ 76.3% 759［425］ 70.6% 733［425］ 64.9%
732［378］

(-1)
72.8%

(+7.9%)

4,814 41.3% 5,349 41.4% 5,781 38.4% 6,121 -
6,280

(+159)
－

離職者訓練 4,814 41.3% 5,349 41.4% 5,781 38.4% 6,067 41.6%
6,198

(+131)
43.8%

(+2.2%)

在職者訓練 － － － － － － 54 －
82

(+28)
－

7,888 － 8,550 － 8,802 － 9,165 －
9,317

(+152)
-

障害者の態様に応じた
多様な委託訓練

合　　　計

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

障害者職業能力開発校
における職業訓練

一般校における
障害者職業訓練
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障害者福祉施設における 
就労支援の概要 

参考資料４ 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 



就 労 移 行 支 援 事 業 就労継続支援Ａ型事業 就労継続支援Ｂ型事業 

事

業

概

要 

就労を希望する６５歳未満の障害者で、 
通常の事業所に雇用されることが可能と 
見込まれる者に対して、①生産活動、職 
場体験等の活動の機会の提供その他の 
就労に必要な知識及び能力の向上のた 
めに必要な訓練、②求職活動に関する 
支援、③その適性に応じた職場の開拓、 
④就職後における職場への定着のため 
に必要な相談等の支援を行う。 
（利用期間：２年） 
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が 
 認められた場合に限り、最大１年間の更新可能 

通常の事業所に雇用されることが困難 
であり、雇用契約に基づく就労が可能 
である者に対して、雇用契約の締結等 
による就労の機会の提供及び生産活 
動の機会の提供その他の就労に必要 
な知識及び能力の向上のために必要 
な訓練等の支援を行う。 
（利用期間：制限なし） 

通常の事業所に雇用されることが困難 
であり、雇用契約に基づく就労が困難 
である者に対して、就労の機会の提供 
及び生産活動の機会の提供その他の 
就労に必要な知識及び能力の向上の 
ために必要な訓練その他の必要な支 
援を行う。 
（利用期間：制限なし） 

対

象

者 

① 企業等への就労を希望する者 
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を 
   希望する者 
 

① 就労移行支援事業を利用したが、 
      企業等の雇用に結びつかなかった 
      者 
② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就 
   職活動を行ったが、企業等の雇用に 
      結びつかなかった者 
③ 企業等を離職した者等就労経験の 
      ある者で、現に雇用関係の状態に 
      ない者                等 
 

① 就労経験がある者であって、年齢 
      や体力の面で一般企業に雇用され 
   ることが困難となった者 
② 就労移行支援事業を利用（暫定支 
   給決定における利用を含む）した 
   結果、本事業の利用 が適当と判 
   断された者 
③ ①、②に該当しない者で、50歳に 
   達している者、又は障害基礎年金 
   1級受給者             等 

障害者自立支援法における就労支援事業 
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【利用者像】 

【サービス内容等】 

○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる者（65歳未満の者） 

   （具体的な利用者のイメージ） 
    ・ 特別支援学校を卒業したが、就労に必要な体力や準備が不足しているため、これらを身につけたい 
    ・ 就労していたが、体力や職場の適性などの理由で離職した。再度、訓練を受けて、適性に合った職場で働きたい 
    ・ 施設を退所し、就労したいが、必要な体力や職業能力等が不足しているため、これらを身につけたい 

○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施 
○ 利用者毎に、標準期間（24か月）内で利用期間を設定 
○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価（※）（就労移行支援体制加算） 
 ※ 就労定着者が5％以上15％未満：21単位 、15％以上25％未満：48単位、25％以上35％未満：82単位、35％以上45％未満：126単位、 
   45％以上189単位 
○ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合、報酬上評価（就労支援関係研修修了加算） 
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価（施設外就労加算） 
 

※ 通所によるサービスを提供、通所が困難な者に対し施設入所を付加。 

（職員配置） （サービス内容） （想定される移行先） 
 
 

※ 段階的なプログラムを組んで実施 

サービス管理責任者 
（利用者60人あたり1人の配置） 

 
 
 
 
 

（同6：1で配置） 

職業指導員 

生活支援員 

就労支援員 
（同15：1で配置） 

通所前期  →  通所中期  →  通所後期 → 訪問期 

・ 個別支援計画の作成 
・ サービス内容の評価 
・ 生産活動等の指導 等 

・ 生産活動の実施 
・ 事業所内授産の指導 等 
・ 健康管理の指導 
・ 相談支援 等 

・ 適性にあった職場探し 
・ 企業内授産、職場実習の指導 
・ 就職後の職場定着支援 等 

 ・ 一般就労 
 

 ・ 就労継続支援 など 

日中活動 

・ 単身生活 
 （アパート・公営住宅） 
・ 福祉ホーム 
・ グループホームなど 

居住の場 

    ① 企業等への就労を希望する者 
   ② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 

（
知
識
・
能
力
の
向
上
） 

【報酬単価】  759単位（利用定員21人以上40人以下）※1単位10円 

就労移行支援 
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【利用者像】 

【サービス内容等】 

○ 就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者（利用開始
時65歳未満の者） 

   （具体的な利用者のイメージ） 
    ・ 特別支援学校を卒業して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している 
    ・ 一般就労していたが、体力や能力などの理由で離職した。再度、就労の機会を通して、能力等を高めたい 
    ・ 施設を退所して就労を希望するが、一般就労するには必要な体力や職業能力が不足している 

○ 通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援 
○ 利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能 
○ 雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供 
○ 一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能（報酬の対象外）…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割 
○ 利用定員10人から事業の実施が可能 
○ 障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能 
○ 手厚い職員配置を実施している事業所（7.5:1以上）に対し、報酬上評価 
○ 重度障害者（障害基礎年金１級受給者）を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価（施設外就労加算） 
 
  （職員配置） 

サービス管理責任者 
（利用者60人あたり１人の配置） 

 
 
 
 
 

（同10：1で配置） 

職業指導員 

生活支援員 

（サービス内容） 

 
 
 

・ 個別支援計画の作成 
・ サービス内容の評価 
・ 生産活動等の指導 等 

・ 生産活動の実施 
・ 職場規律の指導 等 

・ 健康管理の指導 
・ 相談支援 等 

（想定される移行先） （
知
識
・
能
力
の
向
上
） ・ 一般就労 など 

日中活動 

   ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 
   ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 
   ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 

【報酬単価】  481単位（利用定員21人以上40人以下）※1単位10円 

就労継続支援Ａ型 
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【利用者像】 

【サービス内容等】 

○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等 
 を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者  

   （具体的な利用者のイメージ） 
    ・ 就労移行支援事業を利用したが、必要な体力や職業能力の不足等により、就労に結びつかなかった 
    ・ 一般就労していて、年齢や体力などの理由で離職したが、生産活動を続けたい 
    ・ 施設を退所するが、５０歳に達しており就労は困難 

○ 事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に向けた支援を実施 
○ 工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価 
○ 目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表 
○ 手厚い職員配置を実施している事業所（7.5:1以上）に対し、報酬上評価 
○ 重度障害者（障害基礎年金１級受給者）を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価 
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価（施設外就労加算） 
○ 目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置（7.5:1以上）に加え、配置した場合の報酬上の評価（目標工賃達成指導員配置加算） 
  

（職員配置） 

サービス管理責任者 
（利用者60人あたり１人の配置） 

 
 
 
 
 

（同10：1の配置） 

職業指導員 

生活支援員 

（サービス内容） 

 
 
 

・ 個別支援計画の作成 
・ サービス内容の評価 
・ 生産活動等の指導 等 

・ 生産活動の実施 
・ 職場規律の指導 等 

・ 健康管理の指導 
・ 相談支援 等 

（想定される移行先） 

（
知
識
・
能
力
の
向
上
） ・ 一般就労 

・ 就労継続支援事業 
 （A型） など 

日中活動 

  ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 
  ② 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、本事業の利用が適当と判断された者 
  ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 
  ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、 
     一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者（平成23年度末までの経過措置） 

【報酬単価】  481単位（利用定員21人以上40人以下）※1単位10円 

就労継続支援Ｂ型 
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就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設数の推移 
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就労系の障害福祉事業所から一般就労への移行率の推移 

12.1% 
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特別支援 
学校卒業生 

離職者 

在宅者 

○基礎体力向上 

○集中力、持続 
  力等の習得 

○適性や課題の 
  把握    
                      等 

○職業習慣の確立 

○マナー、挨拶、身なり等の習得   
                                                 等 

○施設外就労 

○職場見学・実
習 

○求職活動 

○職場開拓 

○トライアル雇用 等 

再チャレンジ 

職場定着期 訪問期 
（フォロー期） 

通所後期 
（マッチング期） 

通所中期 
（実践的訓練期） 

通所前期 
（基礎訓練期） 就職 就職後 

6か月 

【ハローワーク】 
【地域障害者職業センター】 

就労移行支援事業 

就職後の 
継続支援 

離職の 
場合 

○就労移行支援体制加算 
  （就労移行支援事業所） 

○職業紹介 
○求職活動支援 
○求人開拓 

○就職・職場定着支援 
○就業に伴う生活支援 
○事業主支援 
○関係機関との連絡調整 
               等 

【地域障害者職業センター】 

○専門的支援 
  （職業評価） 連

携 

【不適応時】 

就労移行支援と労働施策の連携 

就労移行支援事業による訓練を経て就職後、事業所と障害者就業・生活支援センター等
が連携し、就職後の職場定着支援を中心に支援を展開 

障害者就業･生活支援セン
ター 
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参考資料５

特別支援教育の概要

文部科学省初等中等教育局



特別支援教育の概要

１．特別支援教育について

障害のある幼児児童生徒については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、

自立し社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の障害の状態などに

応じ、きめ細かな教育を行う必要がある。このため、障害の状態などに応じ、

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級において、特別の教育課程や少人数

の学級編制のもとに指導が行われている。また、通常の学級に在籍している児

童生徒に対しても、通級による指導などにより一人一人の教育的ニーズに応じ

た指導が行われている。

平成１９年４月には学校教育法の一部改正により、従来の盲学校、聾学校、

養護学校の制度は、幼児児童生徒の障害の重複化に対応するため、複数の障害

種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換された。また、小・

中学校等においても発達障害を含む障害のある児童生徒に対する特別支援教育

を推進することが法律上明確にされた。

特別支援学校

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者（身体虚弱者を

含む。）を対象としている。幼稚部、小学部、中学部及び高等部が置かれる。

特別支援学級

障害のある児童生徒のために小・中学校に置かれる学級であり、知的障害、肢体

不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。

通級による指導

小・中学校の通常の学級に在籍している障害のある児童生徒が、ほとんどの授業

を通常の学級で受けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場（通級指

導教室）で受ける指導形態であり、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害（ＬＤ）、

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）などを対象としている。

1



２．特別支援学校の教育課程

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害に

よる学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な教育を行うことと

している。

特別支援学校の教育課程は、幼稚園に準ずる領域、小学校、中学校及び高等

学校の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等のほか、障害による学

習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした「自立活動」で編成される。

また、知的障害者である児童生徒を教育する特別支援学校の各教科について

は、知的障害の特徴や学習上の特性等を考慮した独自の教科を示している。

（例）特別支援学校高等部の教育課程

総合的な学習 特別
各教科（国語、地理歴史、数学等） 自立活動

の時間 活動

特別支援学校の幼稚部教

育要領、小学部・中学部学

習指導要領及び高等部学習

指導要領は平成２１年に改

訂され、順次実施に移され

ている。

新しい学習指導要領においては、自立と社会参加に向けた職業教育・就労支

援の充実に向けて、次のような改訂を行った。

・産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど、就業体験の機会を充実

・校内の組織体制の整備や労働・福祉等の関係機関との連携、地域や産業界等

の人々の積極的な協力を得るなど、進路指導を充実

・知的障害者を教育する特別支援学校高等部に専門教科「福祉」を新設

高等学校

（高等部）

中学校

（中学部）

小学校

（小学部）

幼稚園

（幼稚部）

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度

告
示

全面実施

全面実施

学年進行
で実施

告
示

告
示

告
示

全面実施

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

算数、理科

総則等

数学、理科

総則等

先行実施 総則等

先行実施(学年進行)

数学、理科

先行実施

先行実施

学習指導要領等の実施スケジュール
小学校・中学校・高等学校等の実施スケジュールに準拠

（*注：特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要領告示は平成21年3月）
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特別支援学校高等部学習指導要領（平成２１年３月告示）

における職業教育等に関する主な規定

第１章 総則

第２節 教育課程の編成

第４款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

４ 職業教育に関して配慮すべき事項

(3) 学校においては，キャリア教育を推進するために，地域や学校の実態，

生徒の特性，進路等を考慮し，地域及び産業界や労働等の業務を行う関係

機関との連携を図り，産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど

就業体験の機会を積極的に設けるとともに，地域や産業界等の人々の協力

を積極的に得るよう配慮するものとする。

５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

(6) 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができ

るよう，校内の組織体制を整備し，教師間の相互の連携を図りながら，学

校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャリア教

育を推進すること。その際，家庭及び地域や福祉，労働等の業務を行う関

係機関との連携を十分に図ること。

(16)家庭及び地域や医療，福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関との連

携を図り，長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために，個別の教育

支援計画を作成すること。

第２章

第２節 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

第２款 主として専門学科において開設される各教科の目標及び内容

［ 福祉 ］

１ 目標

社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り，社会福祉の

意義と役割の理解を深めるとともに，社会福祉に関する職業に必要な能力と

実践的な態度を育てる。

２ 内容

(1) 社会福祉についての興味・関心を高め，意欲的に実習をする。

(2) 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 福祉機器や用具，コンピュータ等の情報機器などの取扱いや保管・管理

に必要な知識と技術を習得し，安全や衛生に気を付けながら実習をする。

(4) 次に示すような社会福祉に関する必要な分野の知識と技術を習得し，実

際に活用する。

・家事援助

・介護
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特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者※の推移
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３．特別支援学校の現状

※平成18年度までの数値は、盲学校、聾学校及び養護学校の数値を用いている。以下同じ。

（１）特別支援学校に在学する幼児児童生徒の状況

特別支援学校の在籍幼児児童生徒数を見ると、知的障害者が増加している。

（平成２２年５月１日現在）

学校数 学級数 在学者数
対応障害種別 幼稚部 小学部 中学部 高等部 計

学校 学級 人 人 人 人 人

視 65 1,242 240 623 487 1,978 3,328
聴 93 1,916 1,171 2,076 1,308 1,735 6,290
知 495 15,755 66 19,076 16,190 37,629 72,961
肢 142 4,701 42 5,941 3,418 3,829 13,230
病 65 1,044 2 949 815 929 2,695
視・知 2 56 7 79 65 24 175
視・病 1 18 4 4 3 20 31
聴・知 8 183 32 133 137 295 597
知・肢 103 4,280 7 4,668 3,468 7,490 15,633
知・病 14 514 - 573 519 644 1,736
肢・病 16 587 14 611 397 477 1,499
視・肢・病 1 24 2 20 18 14 54
知・肢・病 19 593 2 697 453 848 2,000
聴・知・肢・病 2 63 1 64 54 80 199
視・聴・知・肢・病 13 422 7 375 330 675 1,387
計 1,039 31,398 1,597 35,889 27,662 56,667 121,815

（各年度５月１日現在）

※平成18年度までの数値は、盲学校・聾学校・養護学校（知・肢・病）の５種の学校の在籍者数を合計したものである。

一方、平成19年度以降の数値は、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、幼児児童生徒の障害種

を学級編制により集計した。その際、重複障害学級在籍者についてはそれぞれの障害種に重複してカウントしているた

め、各障害種の数値の合計は特別支援学校在籍者数の計とは一致しない。

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者数の推移 
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（２）重複障害児童生徒数の推移

小・中学部 高等部

年 度 重 複 障 害 在籍率 重複障害 在籍率
児童生徒数 生 徒 数

平成 2年度 20,926 38.3％ － (15.6％)

平成 7年度 21,695 43.8％ － (18.8％)

平成12年度 22,194 45.1％ 9,368 23.9％

平成17年度 23,422 43.1％ 10,200 22.4％

平成22年度 26,137 41.1％ 11,278 19.9％

※学校基本調査より作成。平成2年度、平成7年度の高等部については特殊教育課（当時）調べ

（３）高等部（本科）卒業後の進路状況

（平成22年3月卒業者）

区 分 卒業者 進学者 教育訓練機関等 就職者 施設・医療機関 その他

視覚障害 383 108 19 82 132 42
(100.0％) (28.2％) (5.0％) (21.4％) (34.5％) (11.0％)

聴覚障害 442 203 30 148 40 21
(100.0％) (45.9％) (6.8％) (33.5％) (9.0％) (4.8％)

知的障害 12,191 82 300 3,261 8,010 538
(100.0％) (0.7％) (2.5％) (26.7％) (65.7％) (4.4％)

肢体不自由 2,619 41 100 253 2,106 119
(100.0％) (1.6％) (3.8％) (9.7％) (80.4％) (4.5％)

病弱・身体虚弱 438 42 44 48 232 72
(100.0％) (9.6％) (10.0％) (11.0％) (53.0％) (16.4％)

計 16,073 476 493 3,792 10,520 792
(100.0％) (3.0％) (3.1％) (23.6％) (65.5％) (4.9％)

※学校基本調査より作成

※上段は人数、下段は卒業者に対する割合。四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100％にならない

※障害者自立支援法による障害者福祉サービスを提供している施設（就労移行支援事業、就労継続支援事業含む）は

「施設・医療機関」に計上
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４．特別支援学級の現状

※平成18年度までの数値については、特殊学級の数値を用いている。以下同じ。

（平成２２年５月１日現在）

小学校 中学校 合計
区分

学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数
学級 人 学級 人 学級 人

知 的 障 害 14,968 52,959 7,448 27,140 22,416 80,099
肢体不自由 1,892 3,205 675 1,060 2,567 4,265

病弱・身体虚弱 849 1,541 341 588 1,190 2,129

弱 視 223 272 86 101 309 373

難 聴 544 926 206 336 750 1,262

言 語 障 害 434 1,411 73 110 507 1,521

自閉症･情緒障害 11,457 40,705 4,814 15,077 16,271 55,782

総 計 30,367 101,019 13,643 44,412 44,010 145,431

（各年度５月１日現在）

特別支援学級数及び特別支援学級在籍者数の推移
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５．通級による指導の現状

（平成２２年５月１日現在）

小 学 校 中 学 校 合 計
自校 他校 巡回 自校 他校 巡回 自校 他校 巡回

区分 計 通級 通級 指導 計 通級 通級 指導 通級 通級 指導
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

言 語 30,813 12,024 17,904 885 253 78 150 25 31,066 12,102 18,054 910

障 害

自閉症
8,031 3,083 4,643 305 1,117 432 626 59 9,148 3,515 5,269 364

情 緒 4,742 1,598 2,958 186 995 394 571 30 5,737 1,992 3,529 216

障 害

弱視
160 25 113 22 24 11 13 - 184 36 126 22

難聴
1,646 312 1,171 163 337 71 200 66 1,983 383 1,371 229

学 習 5,542 3,743 1,428 371 1,113 782 242 89 6,655 4,525 1,670 460

障 害
注 意 欠 陥 5,277 2,693 2,308 276 521 244 248 29 5,798 2,937 2,556 305

多 動 性 障 害

肢 体 不 自 由
16 9 4 3 8 7 1 - 24 16 5 3

病弱･ 27 3 22 2 15 4 11 - 42 7 33 2

身体虚弱

計
56,254 23,490 30,551 2,213 4,383 2,023 2,062 298 60,637 25,513 32,613 2,511

（各年度５月１日現在）

通級による指導対象児童生徒数の推移
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「福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会」 

報告書概要 
 

地域の就労支援のネットワークの構築 

○ 障害者の希望・ニーズに応じた就職を実現し、働く障害者を支えていくためには、

雇用、福祉、教育等の各分野の連携が不可欠であり、各支援機関の役割分担の下、

個々の障害者のニーズに対応した長期的な支援を総合的に行うためのネットワーク

を地域ごとに構築することが必要。 

○ 就労支援のネットワークは、障害者の身近な地域に設置される就労支援機関が中

心となって構成されるものであり、支援ニーズに応じて、地域ごとに、各支援機関

の強みを活かした効果的な役割分担やネットワークの構成を検討することが重要。 

 また、都道府県レベルで設置される機関は、相互の連携を密接に図りつつ、地域

のネットワークを支える役割を果たすことが必要。 

 

地域における各分野の就労支援機関の役割と今後の在り方 

（ハローワーク） 

○ 全国の各地域に設置されている第一線の労働行政機関として、職業相談・職業紹

介や企業指導等を通じ、障害者の雇用機会の確保というセーフティネット機能を十

分に発揮すべき。また、就労支援のプロセスの中でも特に重要なマッチングを担う

機関として、ネットワークの構築に中核的な役割を果たすべき。 

○ ハローワークのみでは支援の完結しない求職者や、福祉・教育から雇用への移行

を希望する者等に対してきめ細かな支援を効果的に行うために、ハローワークが中

心となり地域の支援機関と連携して個別支援を行う「チーム支援」をハローワーク

の業務として明確に位置づけるとともに、地域の支援機関の機能に応じた役割の調

整を行い、一貫した効果的な支援となるよう、関係機関に対するコーディネート力

を高めることが必要。 

○ 知的障害者、精神障害者等のよりきめ細かな支援を必要とする求職者の増加を踏

まえ、質の高い職業紹介を行うことが求められ、職員研修の充実等を通じて障害者

担当の専門性を高めるとともに、十分な実施体制を確保することが必要。 

 

（地域障害者職業センター） 

○ 中核的な職業リハビリテーション機関として設置され、障害者職業総合センター

を中心に全国ネットワークを形成し、豊富な支援実績に基づくノウハウを集約して

蓄積しており、地域の就労支援の広がりの中で、その高度な専門性とノウハウの蓄

積を活かした業務の展開を図るべき。 

○ 地域の支援機関による質の高い就労支援が、どの地域においても提供されるよう

にするためには、今後は、 

① 地域において就労支援を担う専門的な人材の育成 

② 地域の支援機関に対する助言・援助 

の業務を同センターの基幹業務の一つとして位置づけ、地域の就労支援力の底上げ

を図ることが必要。 

参考資料６ 
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○ また、地域の就労移行支援事業等の支援機関との役割分担を明確にし、地域セン

ターにおいては、就職等の困難性の高い障害者（精神障害者、発達障害者等）に対

する専門的支援を自ら実施することとすべき。 

○ 地域センターの業務の新たな方向性を踏まえ、実施体制の充実や障害者職業カウ

ンセラーの資質の一層の向上を図ることが必要。 

 

（障害者就業・生活支援センター） 

○ 就業面と生活面の一体的な支援を行う身近な地域の職業リハビリテーション機関

として、着実に実績をあげている。 

○ 地域の関係機関と連携しながら、相談から就職準備、職場定着に至るまで、障害

者に必要な支援をコーディネートする役割が求められ、地域のネットワークの一員

として不可欠な存在であることから、すべての障害保健福祉圏域への設置を、計画

的かつ早急に進めることが必要。 

○ また、様々なニーズを有する障害者に対する支援をコーディネートする機能を十

分に発揮していくためには、専門性の高い人材の育成・確保を図ることが重要であ

り、事業の委託の在り方を見直すとともに、支援担当者の専門性を高めるための研

修の充実を図ることが必要。 

○ さらに、センターの支援により就職を実現した利用者をはじめ、支援対象者が増

大していることを踏まえ、地域のニーズ及び支援実績等を勘案しつつ実施体制の充

実を図ることが必要。また、定着支援に果たす役割をセンターの業務としてあらた

めて明確に位置づけるとともに、定着支援機能の強化を図ることが重要。 

 

（障害者雇用支援センター） 

○ 就職が特に困難な知的障害者等に対する長期的な職業準備訓練の場として、全国

14 カ所に設置され、地域において就労支援の実績をあげてきたところ。 

○ 障害者自立支援法の施行により、目的・機能が雇用支援センターときわめて類似

する就労移行支援事業が創設され、全国に展開されつつあることから、センターの

制度的な位置づけを見直す必要が生じており、地域の実情を踏まえつつ、就労移行

支援事業に移行することが適当であると考えられる。 

 

（就労移行支援事業者） 

○ 新たに就労移行支援に取り組む事業者が相当数見込まれており、各事業者が支援

の質を確保し、良質なサービスを提供するためには、事業者自ら就労支援に関する

専門性の向上等に取り組むことが必要であるとともに、地域センターが技術的・専

門的な観点から助言・援助を行うことも有効。 

○ 利用者の訓練終了後の就職を円滑に進めるためには、ハローワーク等の労働関係

機関との連携を図ることが重要であるとともに、就職後の定着支援については、障

害者就業・生活支援センター等と連携してサポートしていくことが重要。 
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（特別支援学校） 

○  学校卒業後の成人期における職業生活の充実に向けて、職業教育の充実、指導内

容・方法の改善、職場実習の拡充等を、地域の関係機関と連携しながら進めること

が必要。また、進路指導担当教員の専門性の向上や進路指導体制を充実することも

重要。 

○  卒業後も継続して必要な支援が受けられるよう、「個別の教育支援計画」の策定段

階から関係機関との連携を図り、卒業後の支援体制の構築につなげていくことが重

要。 

 

就労支援を担う人材の分野横断的な育成・確保の在り方 

○ 就労支援の強化が求められる中で、支援の担い手の育成と専門性の確保が追いつ

いていないことから、人材育成の取組を強化することが不可欠。 

○ 人材育成に当たっては、就労支援の裾野を広げること、専門性を高めることの双

方から育成を進めることが必要であり、そのためには、専門的支援を行うジョブコ

ーチを含め、就労支援を担う人材に必要なスキル・能力をレベルごとに明確化する

とともに、育成方法についても体系化することが重要。 

○ 人材育成方策の具体化に当たっては、必要な知識・スキル等の能力要件、研修カ

リキュラム、一定の資質・水準を確保するための能力評価の仕組み等について、今

後、幅広い見地から検討していくことが必要。 

○ 支援機関と雇用の現場をつなぐジョブコーチの育成・確保が重要であり、全国で

養成研修が受けられる体制をつくることが求められるとともに、養成研修について

は一定の水準を確保することも重要。 

 

連携による就労支援を効果的に実施するためのツールの整備 

○ ネットワークの支援機関の間の共通理解を促進し、雇用、福祉、教育等の各分野

の連携による支援を効果的に進めるため、支援に当たって必要な情報や支援ツール

（個別の支援計画等）を共有できるようにすることが重要である。 
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福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会開催要綱 

 

１．趣旨 

  障害者自立支援法の制定により、授産施設等の福祉施設や作業所が機能別に再編成さ

れ、福祉的就労から一般雇用への移行が促進されることとなり、また、教育の分野にお

いては、個別の教育支援計画の策定に当たり地域における福祉施設等や労働関係機関と

連携した支援体制の整備が求められている。 

このような中で、雇用の分野においても、障害保健福祉施策、教育施策と有機的な連

携を深めながら、障害者の一般雇用への移行等を促進するための施策を講じていくこと

が急務となっている。 

  一般雇用への移行を希望する障害者の就労支援については、従来から、ハローワーク、

地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関が担うとと

もに、昨年 10 月からは職場適応援助者助成金が創設されジョブコーチ支援実施機関や事

業所における支援も開始されたところであるが、一般雇用への移行を希望する障害者が

今後増大することが予想される中で、各分野の連携による支援の現状及び連携のための

課題を整理するとともに、就労支援機関の今後の在り方、障害者の就労支援を担う人材

の分野横断的な育成・確保、職業リハビリテーションの体系の整理等について幅広い見

地から検討することが必要となっている。 

  このため、関係者の参画する研究会を設け、福祉、教育等との連携による障害者の就

労支援の推進に関して検討を行うこととする。 

 

２．研究会の運営 

（1） 研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者、障害

者就労支援実務関係者、障害者団体関係者、労働者団体関係者及び使用者団体関係者

の参集を求め、開催する。 

（2） 研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（3） 研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

において行う。 

 

３．参集者 

別紙のとおり 

 

４．開催期間 

平成１８年７月～ 

 

５．検討事項 

（1）福祉、教育等との連携による就労支援の効果的な実施 

（2）就労支援機関の今後の在り方 

（3）就労支援を担う人材の分野横断的な育成及び確保 

（4）職業リハビリテーションの体系の整理 

（5）その他 
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（別紙） 

福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会参集者 

                      （敬称略、五十音順） 

 

石 井
い し い

 紀 夫
と し お

  横浜市精神障害者家族会連合会 会長 

小 川
お が わ

  浩
ひろし

   大妻女子大学 人間関係学部人間福祉学科 教授 

佐 藤
さ と う

  宏
ひろし

     前 (独)雇用・能力開発機構 職業能力開発総合大学校 教授 

志 賀
し が

 利 一
と し か ず

  (社福)電機神奈川福祉センター 常務理事 

高 井
た か い

 敏 子
と し こ

  (社福)加古川はぐるま福祉会 加古川障害者就業･生活支援センター長、 

 (ＮＰＯ)全国就業支援ネットワーク 副会長 

武 田
た け だ

 牧 子
ま き こ

  前 (社福)桑友 理事 

時 任
と き と う

 基
も と

清
きよ

  (社福)日本盲人会連合 副会長 

中 井
な か い

 志 郎
し ろ う

  株式会社かんでんエルハート 代表取締役 

原
は ら

  智 彦
と も ひ こ

  東京都立あきる野学園養護学校 主幹 

原 田
は ら だ

 雅 也
ま さ や

  前 (社福)全日本手をつなぐ育成会 理事 

東 馬 場
ひ が し ば ば

良
よ し

文
ふみ

  全国社会就労センター協議会 事業振興委員長 

弘 中
ひ ろ な か

 章 彦
あ き ひ こ

  (独)高齢・障害者雇用支援機構 東京障害者職業センター次長 

松 為
ま つ い

 信
の ぶ

雄
お

  神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部社会福祉学科 教授 

松 井
ま つ い

 亮
りょう

輔
すけ

  法政大学 現代福祉学部 教授 

松 矢
ま つ や

 勝
か つ

宏
ひろ

  目白大学 人間学部子ども学科 教授 

村 上
む ら か み

 陽 子
よ う こ

  日本労働組合総連合会 雇用法制対策局部長 

森
も り

  祐 司
ゆ う じ

  (社福)日本身体障害者団体連合会 常務理事・事務局長 

山 岡
や まおか

  修
しゅう

   日本発達障害ネットワーク 代表、全国ＬＤ親の会 会長 

輪 島
わ じ ま

  忍
しのぶ

   (社)日本経済団体連合会 労政第一本部雇用管理グループ長 
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福祉、教育等との連携による障害者の就労支援の推進に関する研究会 

開催状況 

 

第１回 平成１８年７月３１日 

（1）検討項目及び今後の検討の進め方について 

（2）障害者の就労支援施策の現状について 

 

第２回 平成１８年９月１９日 

（1）平成 19年度障害者雇用施策関係予算概算要求の主要事項について 

（2）職業リハビリテーション機関における支援の現状と課題について 

～参集者からの報告～ 

○地域障害者職業センター 

東京障害者職業センター次長          宮崎哲治 委員 

○障害者就業・生活支援センター 

（社福）加古川はぐるま福祉会 

加古川障害者就業・生活支援センター長     高井敏子 委員 

 

第３回 平成１８年１０月２４日 

（1）職業リハビリテーション機関における支援の現状と課題について 

～関係者からのヒアリング～ 

○ハローワーク 

渋谷公共職業安定所 専門援助第 2部門 統括職業指導官 

      田口勝美 氏 

○障害者雇用支援センター 

(財)滋賀県障害者雇用支援センター 主任指導員  林 博之 氏 

（2）教育分野における就労支援の現状と課題について 

～参集者からの報告～ 

○盲・聾・養護学校 

東京都立あきる野学園養護学校 主幹       原 智彦 委員 

 

第４回 平成１８年１１月７日 

（1）福祉分野における就労支援の現状と課題について 

～参集者からの報告～ 

○就労移行支援事業者等Ⅰ 

（社福）電気神奈川福祉センター 常務理事    志賀利一 委員 

○就労移行支援事業者等Ⅱ 

（社福）桑友 理事               武田牧子 委員 

○就労移行支援事業者等Ⅲ 

     全国社会就労センター協議会 調査・研究・研修委員会筆頭副委員長 

（社福）樅の木福祉会 ゼノの村施設長      東馬場良文委員 

 

（2）発達障害者に対する就労支援の現状と課題について 
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～参集者からの報告～ 

○発達障害者関係団体 

日本発達障害ネットワーク代表 

全国ＬＤ親の会会長              山岡 修 委員 

 

第５回 平成１８年１２月２６日 

（1）就労支援の現状と課題について 

～参集者からの報告及び関係者からのヒアリング～ 

○（独）高齢・障害者雇用支援機構における人材育成の取組 

（独）高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター 

職業リハビリテーション部長          西村公子 氏 

○民間機関におけるジョブコーチ育成の取組 

     大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授 

（ＮＰＯ）ジョブコーチ・ネットワーク理事長  小川 浩 委員 

○企業における障害者雇用の取組 

株式会社かんでんエルハート 代表取締役     中井志郎 委員 

○地方自治体における障害者の就労支援策 

静岡県商工労働部就業支援総室 総室長      牛島 聡 氏 

（2）その他 

○「障害者雇用状況報告」の集計結果について 

○平成 19年度障害者雇用施策関係予算案の主要事項について 

 

第６回 平成１９年２月１３日 

（1）就労支援機関の今後の在り方について 

 

第７回 平成１９年３月１３日 

（1）就労支援を担う人材の分野横断的な育成及び確保について 

 

第８回 平成１９年４月２３日 

（1）福祉、教育等との連携による就労支援の効果的な実施について 

 

第９回 平成１９年５月２１日 

（1）とりまとめに向けた基本的な考え方について 

 

第１０回 平成１９年６月２６日 

（1）研究会報告のとりまとめに向けて 

 

第１１回 平成１９年８月６日 

（1）報告書（案）について 

 

※ 本研究会は、オブザーバーとして、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課企画官、

職業能力開発局能力開発課主任職業能力開発指導官のほか、文部科学省初等中等教育局

特別支援教育課専門官の参加を得て、開催した。 
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